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第 ４ 回   熊本県議会  決算特別委員会会議記録 

 

平成28年10月14日(金曜日) 

            午前10時３分開議 

            午前11時40分休憩 

            午後１時１分開議 

            午後２時45分休憩 

            午後２時52分開議 

            午後３時32分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第32号 平成27年度熊本県一般会計歳

入歳出決算の認定について 

 議案第33号 平成27年度熊本県中小企業振

興資金特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 議案第37号 平成27年度熊本県港湾整備事

業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 議案第38号 平成27年度熊本県臨海工業用

地造成事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 議案第44号 平成27年度熊本県高度技術研

究開発基盤整備事業等特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 議案第45号 平成27年度熊本県のチッソ株

式会社に対する貸付けに係る県債償還

等特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

――――――――――――――― 

出席委員(12人) 

     委 員 長 池 田 和 貴 

        副委員長 山 口   裕 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 小 杉   直 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 早 田 順 一 

        委  員 髙 野 洋 介 

        委  員 橋 口 海 平 

        委  員 岩 田 智 子 

        委  員 松 野 明 美 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

          部長 田 代 裕 信 

       政策審議監 坂 本 孝 広

        環境局長 成 富   守 

      県民生活局長 田 中 義 人 

      首席審議員兼 

      環境政策課長 村 井 浩 一 

     水俣病保健課長 小 原 雅 之 

     水俣病審査課長 藤 本   聡 

         政策監 山 口 喜久雄 

環境立県推進課長 橋 本 有 毅 

      環境保全課長 川 越 吉 廣 

      自然保護課長 中 尾 忠 規 

    循環社会推進課長 久 保 隆 生 

  くらしの安全推進課長 猿 渡 信 寛 

      首席審議員兼 

      消費生活課長 中 富 恭 男 

 男女参画・協働推進課長 守 山 幸 子 

  人権同和政策課審議員 太 田 雅 道 

 商工観光労働部 

          部長 奥 薗 惣 幸 

      政策審議監兼 

      商工政策課長 磯 田   淳 

      商工労働局長 伊 藤 英 典 

     新産業振興局長 寺 野 愼 吾 

    観光経済交流局長 中 川   誠 

      国際スポーツ 

      大会推進局長 小 原 雅 晶 

    商工振興金融課長 原 山 明 博 

    労働雇用創生課長 石 元 光 弘 

      産業支援課長 三 輪 孝 之 
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   エネルギー政策課長 前 野   弘 

      企業立地課長 岡 村 郷 司 

        観光課長 永 友 義 孝 

        国際課長 小金丸   健 

政策監 末 藤 尚 希 

      首席審議員兼 

くまもとブランド推進課長 柳 田 紀代子 

――――――――――――――― 

出納局職員出席者 

    会計管理者兼出納局長 出 田 貴 康 

          会計課長 瀬 戸 浩 一 

――――――――――――――― 

監査委員事務局職員出席者 

         局 長 高 山 寿一郎 

   首席審議員兼監査監 佐 藤 美智子 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 甲 斐   博 

     議事課課長補佐 福 田 博 文 

     ――――――――――――――― 

  午前10時２分 

○池田和貴委員長  

 委員会を開始する前に、本日は、熊本地震

が発災をいたしましてから半年がちょうどた

ったところでございます。せっかくの機会で

ございますので、亡くなられた方に御冥福を

お祈りするとともに、今後の復旧、復興に向

けて決意を新たにするために、黙禱をしてか

ら委員会を開会させていただきたいと思いま

す。 

  (起立) 

○池田和貴委員長 黙禱。 

  (黙禱) 

○池田和貴委員長 お直りください。 

  (着席) 

○池田和貴委員長 ありがとうございまし

た。 

  午前10時３分開議   

○池田和貴委員長 それでは、ただいまから

第４回決算特別委員会を開会いたします。 

 本日は、午前に環境生活部の審査を行い、

午後から商工観光労働部の審査を行うことと

しております。 

 それでは、これより環境生活部の審査を行

います。 

 まず、執行部の説明を求めた後に、一括し

て質疑を受けたいと思います。なお、執行部

からの説明は、効率よく進めるために着座の

ままで簡潔にお願いをいたします。 

 それでは、環境生活部長から決算概要等の

総括説明を行い、続いて、担当課長から順次

資料の説明をお願いいたします。 

 初めに、田代環境生活部長。 

 

○田代環境生活部長 それでは、平成27年度

決算の説明に先立ちまして、前年度の決算特

別委員会において御指摘のありました施策推

進上改善または検討を要する事項等のうち、

環境生活部関係の事項につきまして、措置状

況を御報告申し上げます。 

 指摘事項は２点ございます。 

 １点目は、各部局共通事項として「公用Ｅ

ＴＣカードの紛失については、複数の部局か

ら事案が報告されており、管理体制の適正化

について周知徹底を行い、再発防止に努める

こと。また、職員に対しても厳格に指導する

こと。」という御指摘でございます。 

 環境生活部では、部内研修時等にＥＴＣカ

ードの管理を徹底するよう注意喚起を行うと

ともに、カード使用後の即時返却と返却予定

日を過ぎた場合の返却督促を徹底しておりま

す。 

 ２点目が「有害鳥獣捕獲について、狩猟者

が減少、高齢化していることから、狩猟者の

確保、育成を始め、適正な頭数管理に努める

こと。」という御指摘でございます。 

 県では、狩猟免許の試験回数をふやすこと

や捕獲技術講習会を新たに開催することなど

によりまして、新規免許取得者数が毎年300

名程度で推移しておりまして、狩猟者の減少
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傾向に歯どめがかかっております。さらに、

鹿、イノシシに係る特定鳥獣保護管理計画の

もと、昨年度導入された法人等の捕獲事業へ

の参入を促す認定鳥獣捕獲等事業者制度を活

用し、適正な頭数管理に努めております。 

 御指摘に係る措置状況は以上でございま

す。 

 続きまして、環境生活部の平成27年度決算

の概要について御説明申し上げます。 

 横長の説明資料をはぐっていただきまし

て、１ページ、総括表をお願いいたします。 

 当部に関連する会計は、一般会計及び熊本

県のチッソ株式会社に対する貸し付けに係る

県債償還等特別会計の２会計でございます。 

 まず、左側の歳入でございます。 

 最下段の収入済み額は181億5,400万円余

で、収入未済額は10万4,000円でございま

す。水俣病保健課の療養費返還金等の分納分

でございます。 

 次に、右側の歳出でございますけれども、

最下段の予算現額282億8,500万円余に対しま

して、支出済み額は274億300万円余、繰越額

は４億5,200万円余、不用額は４億2,900万円

余でございます。なお、資料には記載してお

りませんけれども、執行率は96.9％でござい

ます。 

 この不用額の主な内容は、水俣病総合対策

事業において、療養費等の支給額が見込みを

下回ったことによる不用額等でございます。 

 以上が平成27年度決算の概要でございま

す。詳細につきましては、この後各課長が説

明いたしますので、よろしく御審議のほどを

お願い申し上げます。 

 

○村井環境政策課長 環境政策課でございま

す。 

 まず、今年度の定期監査の結果でございま

すが、環境生活部内全ての所属において指摘

事項はありませんでしたので、当課から一括

して御報告いたします。 

 それでは、環境政策課の決算について御説

明いたします。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 まず、一般会計の歳入でございます。 

 県預金利子が４円ございますが、1,000円

単位でございますので、０円となっておりま

す。 

 続きまして、３ページをお願いいたしま

す。 

 一般会計の歳出でございます。 

 上段の一般管理費は、人事課から特配を受

けた職員の時間外勤務手当でございます。各

課共通でございますので、ほかの課の説明は

省略させていただきます。 

 中段の公害対策費は、職員給与費のほか、

水銀フリー推進事業など、環境政策を推進す

る事務事業でございます。 

 不用額356万円につきましては、経費節減

等に伴う執行残でございます。 

 下段の諸支出金は、後ほど御説明いたしま

す、チッソ株式会社に対する貸し付けに係る

県債償還等特別会計への繰出金でございま

す。 

 不用額34万円余は、県債借り入れの利率の

変動による不用残でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ここからは、チッソ株式会社に対する貸し

付けに係る県債償還等特別会計の決算でござ

います。 

 まず、この特別会計で処理している事柄を

大まかに御説明申し上げますと、本県が過去

にチッソに貸し付けるために借り入れた、い

わゆるチッソ県債の償還に係る特別会計で

す。 

 チッソへの金融支援は、基本的に、国の資

金を原資に、県が直接的または間接的にチッ

ソに貸し付けるというものです。国の閣議決

定においても、国の施策として行われるもの

であるとされ、万一不測の事態が発生した場

合には、国において万全の措置を講ずるとさ
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れており、これに基づいて国の補助や交付税

措置がなされております。 

具体的には、各償還時期において、チッソか

ら可能な範囲での返済負担を求め、不足する

額を国庫補助金で８割、全額交付税措置のあ

る特別県債で２割というルールで財源に充当

しております。 

 中身に入りますと、まず歳入について、全

て不納欠損、収入未済はございません。 

 ４ページ上段の公害防止事業費事業者負担

金は、水俣湾の公害防止事業に係るチッソ負

担金で、８億7,000万円余でございます。 

 中段のチッソ貸付金元金・利子は、水俣病

認定患者に対する補償の支払いのため、チッ

ソに貸し付けた貸付金の返済金で、34億

2,000万円余でございます。 

 下段は、平成７年、一時金県債の元利償還

のための一般会計からの繰入金、２億7,000

万円余です。 

 ５ページを見ていただきますと、上段から

２段目の国庫支出金23億5,000万円余は、国

からの補助金です。 

 中段は、特別県債の元利償還のための一般

会計からの繰入金、10億6,000万円余です。 

 一番下のチッソ特別貸付資金５億8,000万

円余は、特別県債です。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 これは、水俣病特措法に伴う一時金支払い

に関する県債の元利償還金についての一般会

計からの繰入金、７億円余でございます。こ

ちらについては、全額交付税措置されていま

す。 

 歳入は以上でございます。 

 続いて、７ページからが歳出でございま

す。 

 平成27年度に償還時期が来たもので、上段

の水俣湾堆積汚泥処理事業費は、水俣湾の公

害防止事業に係る県債の元利償還金10億円

余、下段のチッソ貸付金は、水俣病認定患者

に対する補償のための県債の償還金56億

4,000万円余です。 

 先ほど御説明したとおり、チッソからので

きる限りの返済金と、残りは８割の国庫補助

金、２割の交付税措置のある特別県債で手当

てされています。 

 ８ページをお願いいたします。 

 上段の水俣病問題解決支援財団出資金は、

平成７年、一時金県債の元利償還金で、２億

7,000万円余です。 

 下段の支援措置費が、特別県債によるチッ

ソへの特別貸付金、５億8,000万円余です。 

 ９ページをごらんください。 

 上段が、特別県債の元利償還金、10億

6,000万円余です。 

 不用額34万円余は、県債借り入れの利率の

変動による不用残でございます。 

 下段は、特措法に関する一時金県債の元利

償還金、７億円余です。 

 環境政策課は以上でございます。 

 

○小原水俣病保健課長 水俣病保健課の小原

でございます。 

 資料の10ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 国庫支出金の不納欠損、収入未済はござい

ません。 

 次の国庫補助金について、予算現額と収入

済み額との差が6,100万円余ございます。こ

れは、主に津奈木町の平国コミュニティーセ

ンター整備事業が、平成28年度へ繰り越しに

なったためなどにより、国からの補助金が減

となったためでございます。 

 続きまして、12ページをお願いいたしま

す。 

 過年度収入の年度後返納の収入未済が10万

円余ございます。これについては、後ほど附

属資料で御説明いたします。 

 飛びまして、14ページをお願いいたしま

す。 

 歳出でございます。 
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 公害保健費の不用額が２億3,000万余ござ

います。これは、水俣病総合対策事業に係る

医療費等の支給実績が見込みを下回ったこと

などによるものでございます。 

 また、8,100万円余を繰り越しております

が、これについても、後ほど附属資料で御説

明いたします。 

 それでは、別冊の決算特別委員会附属資料

をお願いいたします。１ページをお開きくだ

さい。 

 繰越事業でございます。 

 環境・福祉モデル地域づくり推進事業につ

いて、津奈木町平国コミュニティーセンター

整備事業の実施設計の検討、作成に時間を要

したことから、8,100万円余を繰り越しまし

た。なお、工事は本年８月末に完了してお

り、施設の利用も開始されております。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 収入未済でございます。 

 ３の平成27年度収入未済額の状況をお願い

いたします。 

 まず、離島加算過払い金４万2,000円につ

きましては、平成16年の最高裁判決で勝訴さ

れた方に対しまして、治療促進受託事業とし

て医療費などを支給しております。その中

で、離島にお住まいの方が島の外の病院にか

かられた場合に、１日当たり500円の離島加

算を支給することになっておりますが、返納

者が島の中の病院にかかられた際にも離島加

算を支給したことから、過払いとなったもの

でございます。 

 この方は、ひとり暮らしの高齢者で、御本

人の支払い能力に応じた納付可能金額を、毎

月計画的に返納いただいております。 

 次の療養費返還金は、２件ございます。ま

ず、分割納付中の事案１万3,000円は、療養

費支給対象外である無保険期間に支給した療

養手当につきまして、返納が生じておりまし

た。なお、６月13日に完納されております。 

 その他の事案４万9,000円につきまして

は、医療機関が診療報酬の不正請求を行った

ことに伴い、医療費の返還を求める事案が発

生いたしました。返還に向けた手続を開始し

た直後に、当該医療機関の破産手続が開始さ

れ、収入未済となったものでございます。 

 破産手続の中で、所管の名古屋地方裁判所

への破産債権査定申し立てを行っておりまし

たが、本年６月に、本県の債権額は時効によ

り消滅しているとの決定がされましたことか

ら、当初から債権がなかったこととなり、本

年７月に減額調定の手続を行いました。つま

り、収入未済は、現在では解消されている状

況にございます。 

 以上のとおり、現時点での収入未済は、離

島加算過払い金で分割納付中の事案のみで、

本年度で既に３万円の納付をいただいてお

り、残りが１万2,000円でありますことか

ら、本年中には完納となる見込みでございま

す。 

 水俣病保健課は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○藤本水俣病審査課長 説明資料にお戻りい

ただきまして、15ページをお願いいたしま

す。 

本資料の15ページでございます。 

 まず、歳入でございますが、一番上の国庫

支出金につきましては、不納欠損額、収入未

済額ともにございません。 

 ２段目の公害健康被害補償事業事務交付金

におきまして、予算現額と収入済み額の差が

832万円余ございます。この交付金は、水俣

病認定検診や審査などの認定業務に要する経

費について、国から２分の１が交付されるも

のです。本年３月に国から交付決定があり、

交付額が予算上の見込み額を上回る結果とな

ったことによるものです。 

 また、３段目の水俣病総合対策事業費補助

につきましても、予算現額と収入済み額の差

が991万円余ございます。これは、昨年度、
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水俣病認定申請者に対する医療費等の支給に

係る経費が、予定額を下回る見込みとなった

ことから予算を減額補正したことにより、国

庫補助の交付額が予算額を上回る結果となっ

たことによるものです。 

 下段の諸収入につきましては、不納欠損

額、収入未済額はございません。 

 続きまして、歳出です。 

 16ページをお願いいたします。 

 一番下の公害保健費につきまして、2,586

万円余の不用額となっております。これは、

平成25年４月の水俣病認定申請棄却処分取消

認定義務づけ訴訟に係る最高裁判決の後、一

時中断しておりました認定審査会を昨年７月

に再開したものの、昨年度は年度途中からの

再開であったことから、認定検診などに係る

経費の支出実績が当初の見込みを下回ったこ

となどによるものです。 

 翌年度への繰越額はございません。 

 水俣病審査課は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 説明資料の17ページをお願いします。 

 歳入ですが、不納欠損額、収入未済額はご

ざいません。 

 17ページ、最下段の環境保全基金繰入金に

つきましては、予算に対して816万円余の減

額が生じておりますが、主にこの基金を充当

して実施いたしました市町村等再生可能エネ

ルギー等導入推進事業におきまして、事業を

実施する市町村等が行った入札により、補助

所要額が見込みを下回ったことなどによるも

のです。 

 18ページをお願いします。 

 下から２番目の雑入ですが、これは主に国

の地域経済循環創造事業交付金で取得した設

備等の一部処分に係る事業主体からの国庫補

助相当額の返還の受け入れ等でございます。 

 19ページをお願いします。 

 歳出につきまして、主なものを御説明いた

します。 

 下から２番目の計画調査費ですが、これは

主に企業局の工業用水道事業に対する一般会

計からの貸付金や地下水保全条例に基づく許

可制度の運用等、地下水保全のための事業を

行うものです。 

 不用額3,132万円余は、主に工業用水道事

業貸付金におきまして、企業局が実施した導

水ポンプ設備更新の入札により、所要額が見

込みを下回ったことなどによるものです。 

 20ページをお願いいたします。 

 最上段の公害対策費ですが、これは主に、

くまもとらしいエコライフ普及促進事業、市

町村等再生可能エネルギー等導入推進事業な

どの地球温暖化対策に関する事業や、環境セ

ンター運営事業などを行うものです。 

 不用額2,926万円余は、主に先ほど歳入の

環境保全基金繰入金のところで触れました市

町村等再生可能エネルギー等導入推進事業に

おきまして、補助所要額が見込みを下回った

ことによる執行残等でございます。 

 なお、１億9,580万円余を翌年度に繰り越

しておりますが、これにつきましては、後ほ

ど附属資料で御説明いたします。 

 最下段の工業用水道事業会計繰出金です

が、これは、企業局の工業用水道事業会計に

係る企業債元利償還等に対して、一般会計か

ら支出する繰出金です。 

 最後に、繰越事業につきまして、別冊附属

資料の２ページをお願いいたします。 

 市町村等再生可能エネルギー等導入推進事

業でございますが、事業を実施する八代市及

び球磨村において、交流センター等に導入す

るバイオマスボイラーの設計内容の変更に時

間を要したため、また、上天草市において

は、移転新築の姫戸統括支所に太陽光発電設

備及び蓄電池を導入するものですが、支所の

建物建設の工期が延長となったため、それに
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合わせて繰り越したものです。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○川越環境保全課長 説明資料のほうにまた

戻っていただきまして、説明資料の21ページ

をお願いいたします。 

 まず、歳入に関する調べでございますが、

不納欠損額、収入未済額はございません。 

 歳入につきましては以上でございます。 

 次に、歳出について主なものを御説明いた

します。 

 資料の23ページをお願いいたします。 

 まず、衛生費のうち、公害対策費でござい

ます。 

 主な事業といたしましては、石綿による健

康被害を受けた方またはその遺族に対し、救

済給付を行う石綿健康被害救済給付事業がご

ざいます。 

 予算額１億6,694万円余のうち、支出済み

額が１億6,558万円余で、不用額が136万円余

生じておりますが、これは経費節減等による

執行残でございます。 

 次に、公害規制費でございます。 

 主な事業といたしまして、大気汚染防止法

に基づき、県内36カ所の測定局において、光

化学オキシダントやＰＭ2.5等の大気汚染の

常時監視を行っております。大気汚染監視調

査事業でありますとか、原子力規制庁の委託

事業であります環境放射能水準調査、河川、

海域及び地下水の水質環境監視事業等がござ

います。 

 予算額１億3,287万円余のうち、支出済み

額が１億2,098万円余で、不用額が1,188万円

余生じておりますが、これは、大気汚染監視

調査事業を初め、大気環境測定機器等の更新

等の入札残等でございます。 

 次に、環境整備費でございます。 

 主な事業といたしまして、市町村の水道事

業の認可や指導監督、個人の飲用井戸の衛生

対策としての水質調査等を行います上水道費

でございます。 

 不用額218万円余につきましては、経費節

減によるものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○中尾自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 資料の24ページをお願いします。 

 歳入に関する調べでございますが、不納欠

損金、収入未済額はございません。 

 ４段目の国庫支出金、3,848万円余の減額

でございます。 

 その内訳としまして、最下段の地域住民生

活等緊急支援のための交付金149万円につき

ましては、矢部周辺県立自然公園施設の国際

化・老朽化対策事業の執行残でございます。 

 次に、25ページの上段をお願いします。 

 自然環境整備交付金、3,698万円余でござ

います。これは平成28年度に繰り越しとなっ

たための減額でございます。内訳につきまし

ては、附属資料で御説明を申し上げます。 

 次に、26ページをお願いします。 

 歳出に関する調べについてでございます。 

 中段の農林水産業費、500万円余の内訳で

ございます。 

 下段の鳥獣保護費362万円余は、経費節減

に伴う執行残及び補助金の申請が当初の見込

みを下回ったためでございます。 

 27ページをお願いします。 

 上段の自然保護費、137万円余でございま

す。これは経費節減に伴う執行残でございま

す。 

 中段の商工費の観光費、508万円余及び下

段の災害復旧費の観光施設災害復旧費、280

万円余でございます。ともに事業執行残でご

ざいます。 

 次に、附属資料の３ページをお願いしま

す。 
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 平成27年度繰越事業調べでございます。 

 １段目の生物多様性地域戦略策定事業の80

万円でございます。 

 右の理由欄にございますように、改定本作

成作業に当たり、有識者、これは野生動植物

専門家あるいは自然保護活動家等から構成さ

れます改定委員の意見の集約、整理に想定外

の時間を要したため、改定本の印刷が年度内

にできなかったためでございます。 

 次の国立公園における国際化・老朽化等整

備交付金事業――これは９カ所ございます。

９カ所、6,507万円余でございますが、右の

理由欄にございますように、国の交付決定の

おくれ及び事業促進に当たりまして環境省と

の設計審査等に時間を要したためでございま

す。 

 ４ページをお願いします。 

 自然公園施設等災害復旧事業費で1,150万

円余でございます。これは、年度末、３月で

ございますけれども、３月に災害査定が終了

したため、年度内に復旧工事に係る工期が確

保できなかったことによるものでございま

す。 

 自然保護課は以上でございます。御審議よ

ろしくお願いします。 

 

○久保循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 説明資料に戻っていただきまして、28ペー

ジをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 不納欠損、収入未済はございません。 

 28ページ上段の使用料及び手数料について

ですけれども、予算現額に対して290万円余

の増収となりました。主な理由としまして

は、産業廃棄物の収集運搬業の許可申請件数

が最終見込みを上回ったことによるものでご

ざいます。 

 次に、中段やや下の国庫支出金でございま

すけれども、予算現額に対しまして4,120万

円余のマイナスとなっておりますけれども、

これは海岸漂着物の回収処理及び発生抑制対

策を行います海岸漂着物等地域対策事業につ

きまして、国の経済対策分として、平成27年

度２月補正予算で予算化されましたものです

から、これを平成28年度に繰り越したことに

よるものでございます。 

 続いて、29ページをお願いいたします。 

 中段の諸収入でございますけれども、予算

額に対して6,000万円余のマイナスとなって

おります。これは、昨年12月に南関町で開業

いたしました公共関与型産業廃棄物管理型最

終処分場エコアくまもとに係るアクセス道路

の整備に関しまして、事業費の一部を平成28

年度に繰り越したことによるものでございま

す。 

 続きまして、30ページをお願いいたしま

す。 

 歳出につきまして、主なものを御説明いた

します。 

 下段の環境整備費についてですけれども、

これは廃棄物の適正処理ですとか３Ｒの推進

などに要する経費でございます。 

 不用額として2,716万円余が生じておりま

すけれども、産業廃棄物適正処理事業ですと

か、エコアくまもとの環境教育推進事業など

での執行残によるものでございます。 

 最後に、繰越事業について御説明いたしま

す。別冊の附属資料の５ページをお願いいた

します。 

 上段の公共関与アクセス道路整備事業につ

きましては、先ほど歳入のほうで御説明いた

しました、エコアくまもとのアクセス道路整

備に係るものでございまして、平成27年度事

業分としては既に完了しております。 

 また、海岸漂着物対策事業につきまして

も、先ほど歳入のほうで御説明したとおりで

ございますが、特にことしは豪雨災害により

ます流木等の対策もございましたので、現在

18％の執行にとどまっておりますけれども、
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市町村実施分も含めまして、下半期で全て執

行する予定でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○猿渡くらしの安全推進課長 くらしの安全

推進課でございます。 

 説明資料に戻っていただきまして、31ペー

ジをお願いいたします。 

 まず、歳入に関する調べでございますが、

国庫支出金及び諸収入につきましては、不納

欠損額、収入未済額はございません。 

 歳入については以上でございます。 

 続きまして、32ページをお願いいたしま

す。 

 歳出に関する調べでございます。 

 まず、交通安全対策促進費でございます

が、交通安全推進連盟等への補助や交通事故

相談業務など、交通安全総合対策の推進に係

る経費でございます。 

 なお、不用額100万円余は、経費節減に伴

う執行残でございます。 

 次に、最下段の諸費は、県民の防犯意識を

高めるための広報、啓発や犯罪の起きにくい

まちづくりの推進、犯罪被害者等支援に係る

広報、啓発等の経費でございます。 

 なお、不用額の126万円余は、これも経費

節減に伴う執行残でございます。 

 次に、33ページをお願いいたします。 

 青少年育成費でございますが、県民フォー

ラムの開催や熊本の青少年を台湾に派遣する

グローバルジュニアドリーム事業、また、有

害環境の調査など、青少年の健全育成推進に

係る経費でございます。 

 なお、不用額91万円余は、これも経費節減

に伴う執行残でございます。 

 最後に、最下段の農業総務費は、食の安

全・安心確保に係る経費でございます。 

 なお、不用額130万円余は、これも執行残

でございます。 

 歳出については以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○中富消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 説明資料の34ページをお願いいたします。 

 まず、歳入に関する調べでございます。 

 全ての歳入につきまして、不納欠損及び収

入未済はございません。 

 以下、主なものを御説明申し上げます。 

 上から２段目でございますけれども、地方

消費者行政活性化交付金でございますが、予

算現額に対しまして881万円余の減となって

おります。これは当初の所要見込み額を実績

額が下回ったものでございます。 

 続きまして、一番下の段の消費者行政活性

化基金繰入金でございますが、予算現額に対

しまして300万円余の減となっております。

これも同様に、当初の所要見込み額を実績額

が下回ったものでございます。 

 続きまして、36ページをお願いいたしま

す。 

 歳出に関する調べでございます。 

 ２段目の消費者行政推進費、これは、県消

費生活センターにおける消費生活相談や啓発

事業、また、市町村の行う消費者行政への補

助金、また、多重債務者への生活再生支援事

業などを主な事業としております。 

 1,610万円余の不用額が生じております

が、その主な理由は、入札及び経費の節減等

に伴う執行残でございます。 

 消費生活課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○守山男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課長の守山でございます。 

 初めに、決算の概要について御説明いたし

ます。 

 説明資料の37ページをお願いいたします。 

 まず、歳入に関する調べでございますが、

不納欠損額、収入未済額はともにございませ
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ん。 

 上から２段目の地域女性活躍推進交付金で

ございますが、予算現額に対しまして3,139

万円余の減額を生じております。これは大半

が経済対策として２月補正予算で計上いたし

ました事業を翌年度に繰り越したものでござ

います。 

 次の財産収入につきましては、申しわけご

ざいませんが、下段の家屋売り払い収入３億

8,254万円余を先に御説明させていただきま

す。 

 当課では、くまもと県民交流館パレアが入

っておりますテトリア熊本ビルの地下３階駐

車場を、平成14年度の完成当初から所有して

おりまして、株式会社鶴屋百貨店が隣接所有

しております駐車場と一体管理するべく、単

年度契約で同社に貸し付けておりましたが、

一昨年、買い取りの申し出を受けまして、県

といたしまして、保有目的、維持経費など、

さまざまな面から検討を行った上で、財産審

議会の御承認をいただき、昨年度、売却いた

したものでございます。 

 恐れ入りますが、別冊の決算特別委員会附

属資料の８ページ、県有財産処分一覧表をお

願いいたします。 

 この売却代金の内訳といたしましては、１

段目が、宅地、１億5,700万円、次が、建物

で２億2,500万円、最後が、それらの区分所

有に付随しております公開空地としての54万

円余でございます。 

 申しわけございませんが、再度説明資料の

37ページにお戻りください。 

 ３段目の財産収入のうち、上段の家屋貸付

料につきましては、ただいま御説明いたしま

した地下駐車場の売却に伴い、貸付料を月割

りで減額したため生じました528万円余でご

ざいます。 

 続きまして、歳出につきまして御説明いた

します。 

 資料39ページをお願いいたします。 

 最下段の社会福祉総務費でございますが、

これは主にくまもと県民交流館の管理運営経

費及び女性活躍加速化事業を含めました男女

共同参画の推進のための事業経費でございま

す。 

 なお、この不用額の1,765万円余につきま

しては、市町村からの地域女性活躍加速化事

業補助金の申請が見込みより少なかったため

でございます。 

 翌年度繰越額2,357万円余につきまして

は、恐れ入りますが、再度別冊の決算特別委

員会資料をお願いいたします。６ページでご

ざいます。 

 くまもとの女性活躍促進事業は、働きやす

い職場環境整備や女性の起業支援など、経

済・労働分野における女性の活躍を促進する

ための事業であり、経済対策事業といたしま

して２月の補正予算で計上したものでござい

ますが、国の交付決定が年度末になったこと

により、翌年度へ繰り越したものでございま

す。 

 なお、この事業につきましては、今年度内

に完了する予定となっております。 

 以上が男女参画・協働推進課分でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○太田人権同和政策課審議員 人権同和政策

課審議員の太田でございます。 

 課長が病気療養中のため、かわって決算の

御説明をいたします。 

 それでは、説明資料の40ページをお願いい

たします。 

 まず、歳入でございますが、国庫支出金に

つきまして、不納欠損額、収入未済額はござ

いません。 

 次に、41ページをお願いいたします。 

 歳出でございますが、上から３段目の諸費

につきまして、336万円余の不用額が生じて

おります。これは主に広報啓発事業や経営体
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育成事業における経費節減及び入札残に伴う

執行残でございます。 

 以上でございます。よろしく御審議のほど

お願いいたします。 

 

○池田和貴委員長 以上で環境生活部の説明

が終わりました。 

 それでは、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○城下広作委員 済みません、先にちょっと

部長が言われました２件目のところで、鳥獣

の件です。適正な頭数の関係なんですけれど

も、これは、例えばイノシシ、鹿は、適正な

数から、今何倍ぐらいいるというふうに思っ

たらいいんでしょうかね。適正な数という、

それに対してどのぐらい。 

 

○中尾自然保護課長 まず、鹿についででご

ざいますけれども、今、鹿の直近の調査によ

りますと、約５万8,000頭いると想定されて

おります。これは、今の森林面積等からしま

して、適正な数というのは約7,000頭という

ふうに言われております。これに対しまし

て、毎年約１万9,000頭近くの捕獲を行って

おりますけれども、今のところ、まだ余りそ

の５万7,000頭が減っているという状況には

ございません。 

 それから、イノシシでございますけれど

も、このイノシシが、頭数、はっきり言いま

して数にできないという状況でございまし

て、これは今被害額が約３億でございます。

これを、１億5,000万に持っていこうという

活動をやっているというところでございま

す。 

 

○城下広作委員 なかなか、その適正な管理

という、その言葉自体が、なかなかじゃあ難

しいですたいね、何か。何を目標に減らして

いくのかというときに、適正な数というのが

わからないで、金額である意味ではイノシシ

の場合やっているというような形になるんで

すけれども、多いというのは漠然とわかるん

ですが、だけど、これを減らして捕獲してい

るけれども、結果的にはまた新たに産まれる

から、逆に減っとらぬというような、そうい

うイメージを持てばいいのかなと思いますけ

れども、だけど、かなり現実に人的被害と

か、もう身近なところにという話題を聞くも

のだから、議会でもいろんな先生が言われる

から、これは我々都市部もそうだけど、かな

り現場では深刻な問題だろうなと思います。

まあ、数字を明確にして、やっぱり減らして

いくというのは努力していただきたいと思い

ます。 

 そこで、委員長、いいですか。 

 

○池田和貴委員長 はい、どうぞ。 

 

○城下広作委員 その部分で、例の昨年度か

らということで、法人等での参入を促すとい

うことで、事業の追加もありますよね、こう

やって。これで立ち上がった分とか起動して

いる分というのは。ちょっと詳しく。 

 

○中尾自然保護課長 今現在まで、県内に猟

友会というのがございます。猟友会の会員の

方が、今約3,000名ほどいらっしゃるんです

けれども、この方々が、５年前に比べます

と、約400名減ってきているという状況にご

ざいます。しかも、高齢化が進んでいるとい

うことで、今現在60歳以上の方がもう７割を

占めているということですので、10年後に、

単純に換算しますと、70歳以上が７割、８割

近くになってくると、非常に厳しいと。 

 この中で、昨年、法改正がございました。

鳥獣保護管理に関する法律というのがござい

まして、これが昨年５月に改正がありまし

て、このときに認定事業体ということで、要

するに捕獲を専門にする業者といいますか、
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事業体をつくろうということで法律が改正に

なりまして、今、県内に４事業体ほどござい

ます。この方々に、猟友会でちょっと脆弱に

なった捕獲に対しまして、実際、その捕獲を

専門とする業者をつくって、育てていって、

それをかえていこう、とっていこうと。今先

生おっしゃったように、適正に管理するまで

持っていこうという動きが出てきたという状

況でございます。 

 あわせまして、県の直接事業としまして、

こういった方々を育てるということと、新た

な捕獲方法等も検討していこうという事業

を、昨年から取り組んでいるというところで

ございます。 

 

○城下広作委員 まあ、全力で頑張ってもら

うということと、多分専門の方が高齢になっ

てくると、だんだんだんだん減る。そうする

と、完全にとる人間が減り、自然ではばんば

ん産まれてくるということで、今よりももっ

と悪くなる環境は目に見えているなというこ

とですから、ぜひこの事業を通してもらって

頑張っていただきたいと思います。 

 以上です。後でまた別に言います。 

 

○池田和貴委員長 ほかにございませんか。 

 

○松田三郎委員 環境立県推進課橋本課長、

真ん前にいらっしゃいますので、とりあえず

真ん前のほうから聞いていこうかなと思いま

すが、資料は18ページ、19、20あたりもそう

ですが、実は環境も久しぶりでございまし

て、ちょっと要望なり、この実態のことをち

ょっとお尋ねしたいと思いますが、18ページ

の歳入の２段目に、工業用水道事業貸付金に

係る企業局からの回収金と、19ページの下か

ら２段目ですが、工業用水道事業貸付金、そ

れと次のページに繰出金もあるようですが、

この貸付金、企業局に対して貸付金をした一

部の返済がないから、今言った回収金という

用語になっていまして、を回収したというの

がこの２つの関係なのかというのが１点と、

この貸し付けもあって繰り出しもあるという

のは、これは毎年のことなのかというのをち

ょっとお尋ねします。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 一般会計から企業局の工業用水道事業会計

への支援ということで、企業局の工業用水道

事業会計のほうが厳しい財政状況ということ

で、企業局と財政課のほうの協議、話し合い

の中で、一般会計からも一定のルールに基づ

いて支援するということで、従前からこうい

った形で貸付金、また繰出金、また貸付金に

対する企業局からの返還金、回収金というこ

とで、従前からやっております。 

 基本的なルールといたしましては、まず元

利償還分、企業局が起こします企業債に対す

る元利償還、これに対して、やはり企業局の

会計が厳しいということで、一般会計から繰

出金という形で支援をしております。 

 また、それでもなお資金収支不足が生じて

おりますので、それにつきましては、一般会

計から貸付金という形で支援をしておりま

す。 

 資金不足分の中には、通常のやっぱり資金

収支とまた設備投資、また回収等を行う場合

にやはり資金不足が生じますので、そういっ

たことも含めて貸付金という形で支援してい

るところでございます。 

 

○松田三郎委員 わかりました。 

 じゃあ、今おっしゃった元利償還に関して

は繰出金で、それでも足りない場合が貸付金

と。財政課等を含めましてのルールとおっし

ゃいましたけれども、じゃあその割合とか上

限とかというのは特別ないんですね。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で
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ございます。 

 まず、繰出金につきましては、基本的には

企業債の元利償還分について繰り出しをして

いると。また、資金不足分につきましては、

収益的収入とか、資本的収入とか、またそれ

から企業局が収入を受けます、そういった一

定の計算ルールに従って一般会計から貸し付

けをしております。 

 

○松田三郎委員 わかりました。 

 また企業局の決算のときも話そうと思いま

すが、ということは、企業局も、何ですか、

例えば駐車場はそこそこいいとか、あるいは

工業用水は厳しいとか、なかなかそれぞれの

がちょっと難しいんですね、多分やりくりと

いうのは、その内容では。ということは、工

業用水、非常に企業局頑張ってもらわんと、

環境立県推進課はどんどん出さないかぬとい

うことも理屈の上ではあり得るんですか。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 現在、一般会計から企業局のほうに支援を

しておりますのは、有明工業用水道事業につ

いての支援ということで、従前は八代工業用

水道事業についても支援をしておりましたけ

れども、現在はこの有明工業用水道事業に対

する、まあ貸付金でございますけれども、貸

し付けをしております。支援をしています。 

 

○池田和貴委員長 ほかにございませんか。 

 

○城下広作委員 自然保護課で、附属資料の

部分で、国立公園の国際化とか老朽化の整備

で、計画的にやっているんだけど、今度災害

が起こって、同じ場所とかで災害が起こっ

て、要するに繰り越して本来やるべきであっ

た、だけど災害が起こった、こういうときに

は、これはどうなんですか。 

 

○中尾自然保護課長 現時点におきまして

は、ちょっと調査を今やっていますけれど

も、かぶったところは今のところないという

ことでございまして、現状は、災害は災害復

旧ということでことし補正を組んでいただい

て、今やらせていただいているというところ

でございます。 

 この老朽化事業につきましては、昨年か

ら、６年間で年間約１億円ということで進め

ておるということでございまして、これは順

次そのまま進めていくのかなというふうに考

えております。 

 

○城下広作委員 じゃあ、かぶっているとこ

ろはないということで、その分やりやすい。

かぶってくると、非常に予算の分け方という

のは、これは複雑になるだろうなと。 

 関連して、例の海岸の漂着ごみ、これも経

済対策でやっているんだけれども、今度の災

害でかなり漂着物が来ているから、これも災

害で回収をどんどんやっていく。これはちょ

っとどうなんですか、漂着ごみの部分。 

 

○久保循環社会推進課長 海岸漂着物に関し

ては、海岸４課、河川課ですとか、漁港漁場

とか、あそこら付近のほうで、農林水産省で

すとか国交省のほうから補助金をいただきま

して、一応処理をしているという状況でござ

います。 

 私の環境省のほうでのいわゆる海岸漂着物

補助につきましても、水産振興課あたりか

ら、ノリの作付にちょっと影響するといけな

いということで、事前に環境省にも相談して

おりまして、そこで費用をつけていただいて

から処理を進めているという状況でございま

す。 

 

○城下広作委員 わかりました。 

 何か非常に絡んで、ちょうど今回の震災の

分でいろいろその事業とかぶって、いろいろ
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複雑になるのかなというふうに思いました。 

 最後に１つ、例のあのテトリアの駐車場の

売却の件ですけれども、ちょっとよく私わか

らないですけれども、これはもともとうちが

駐車場の部分を持っていた、しかし、結果的

に民間に売却した。ここの駐車場は、テトリ

ア、パレアとか使う人たちがここを利用して

いた駐車場なんですかね。 

 

○守山男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 平成14年のときに、前建っていました、熊

本県が所有していました婦人会館等のビルを

再開発する際に、区分所有権として９階、10

階、それから今の１階のくまモンスクエア、

それとあわせまして、残りの地下３階駐車場

を、県が区分所有権として持ってはいたんで

すけれども、そこの入り口等につきまして

は、今の鶴屋の入り口、あそこを使って入ら

ざるを得ないという関係で、最初に所有した

段階から鶴屋百貨店に貸し付けておりまし

た。 

 あそこの分については、鶴屋の駐車場と一

体的に利用していますので、パレアを使用さ

れる方がそこを使用されるということではな

くて、一体的使用になっていたということで

す。 

 

○城下広作委員 わかりました。 

 仮にパレアを使う方が使っていて、その駐

車場が使えなくなったら、逆に言えば県民の

不利益になるのかなと、それを心配したもの

だから、ちょっとそこがわからなくて。じゃ

あ、それはもともと鶴屋の部分で関係ないか

ら、安心しました。わかりました。 

 

○西岡勝成委員 ２つとも城下先生に関係す

るんですけれども、海岸漂着ごみの件で、今

久保課長が、土木、水産連携してやってもら

っていますが、やっぱり最近のごみで、漂着

というか、木材あたりも山から海岸に漂着す

るごみが物すごい量になっているんですが、

あれは何とか河口域で、例えば大きなワイヤ

ーあたりを張っといてとめられぬものか。海

へ一回出たら、これは重いし、生材は沈むん

ですね、中間に。すると、プロペラはやられ

るし、魚類養殖の網はやられるし、ノリもや

られるし、えらい海としては非常に迷惑なん

ですね。そういうので、縦の連携、川上から

川下に向けての対策というのは、何かふだん

ロープあたりを張っとってもらうと、何かそ

のような対策が連携してできるのではなかろ

うかと思うんですね。 

 有明海、八代海は特に閉鎖的な海域ですか

ら、一回そこに流れ込んだらどうにも出らぬ

し、いつまでたってもこれは漁民にとっては

大変な迷惑な話だから、これは国とも話した

が、もうちょっと効果的に、まあ上流にスリ

ットダムとかのダムがあるところは、そこで

ある程度の大きな材木あたりはとまるんです

けれども、それがないところは全て流れてく

るんですね。そういう中で、もうちょっと河

口にそういうスリットダム的な役割を果たせ

るようなことも含めて、やっぱり私は考える

時期に来ていると思うんですけれどもね。 

 

○久保循環社会推進課長 河川内でのとめに

ついては、ちょっと河川課のほうがいろいろ

と検討しているというふうには聞いておりま

すが、今回、水産振興課が環境省の補助金を

いただいて、一応実証実験事業ということ

で、白川の河口に台船を浮かべまして、白川

から、阿蘇の方面から流れ下ってくるそうい

った流木について、ちょっと処理を進めてみ

ようということで、準備をやっているという

ふうには聞いております。 

 

○西岡勝成委員 もう少し横、縦の連携をぜ

ひ、これは国のほうとも含めて、考えていく

時期だと思いますので。 
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 もう１つ、男女参画・協働推進課。公開空

地というのは、どういう……。 

 

○守山男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 公開空地と申しますのは、通常、ビルの敷

地に設けられました、一般住民の方が自由に

出入りできる区域のことなんですけれども、

テトリア熊本ビルにおきましては、ビルの周

りの歩道となっている部分、鶴屋との間で傘

があって、椅子があるような部分ですね。あ

あいう部分なんですけれども、この公開空地

を設けることで、ビル建設時の容積率ですと

か高さの制限の緩和ができるということで、

どうしてもその公開空地を設けなければ――

設けたほうが有利になるわけです。その公開

空地を、通常は区分所有権の持ち分に応じま

して持っていますので、今回、駐車場を売却

したことによって、それに付随する公開空地

の持ち分を売却したという形です。よろしい

でしょうか。 

 

○西岡勝成委員 わかりました。 

 

○池田和貴委員長 ほかにございませんか。 

 

○髙野洋介委員 先ほどからの関連なんです

けれども、久保課長なんですけれども、漂着

物なんですけれども、これは年度末に国から

交付されたものですよね、このお金というの

は。漂着物ですよ。 

 

○久保循環社会推進課長 そうですね。 

 

○髙野洋介委員 で、災害があって、４月の

災害で国から農林水産部だとか土木のほうは

それなりの予算を取ってきたわけですね。そ

の処理のお金を国からもらってきて、漂着物

を除去しようというような動きをしとっとで

すけど、久保課長のところのこの予算という

のは、それ以外のものを使うのかというのを

ちょっとお尋ねしたいんですよね。 

 

○久保循環社会推進課長 海岸漂着物等補助

といいますのは、本来は、海に浮かんで、大

体海の外から、海外から押し寄せてくるよう

な、そういったものが大体――問題になりま

した時期がありましたけれども、あれに対す

る対策としてそもそも始まったものです。で

すから、長崎県さんとか、非常に海岸線の長

いそういった県におきましては、要は非常に

困られたという経緯もあったので、そういう

補助を国に対して声を上げていかれて、それ

を環境省が設置といいますか、制度を整備し

たという経緯がございます。 

 ただ、実際、我々熊本県におきましては、

もちろん海の真ん中に出ていったものについ

ては、先ほど申しましたとおり、ノリとかい

ろんな漁場もございますので、そこでは活用

してきておったんですが、それに追加して、

河川から流れ下ってくる災害流木あたりにつ

いての処理もあわせてやってきているという

状況がございます。 

 大体、災害等に――農林省とか国交省のほ

うの補助金については、海岸に漂着して、も

う流れ着いたものを処理するための補助とい

う形で、一応区分けをしているような状況で

ございます。 

 

○髙野洋介委員 ということは、災害とはま

た別な形での事業だというふうに認識をしま

すが、後はまたいろいろ海域だとか、いろい

ろ国のほうのこととも関係しながらしっかり

やってもらいたいんですけれども、ひとつ発

想を変えて、今後、こういうことが多分ずっ

と毎年続いていくんですね、漂着物というの

は。ですから、できる限り、私、農林水産部

にも言っているんですが、やっぱり県とし

て、回収船なり何なりを検討する時期に来て

いるんじゃないかなというふうに思っていま
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すので、そういう視点も入れながらやっても

らいたいのと、もう１点が、よく村上先生が

言われるんですが、表面に見えているやつは

取ればわかるんですけれども、沈んでいるや

つというのが結構あるんですよね。これが非

常に問題になってきているんですよ。ですか

ら、そういった観点も入れながら、漂着物と

いうのは上も下もありますので、そこの視点

を入れると、この予算では大変厳しい部分も

ございますので、予算の増額等々も今後検討

しながら、ぜひ執行していただきたいという

ふうに思っております。要望でいいです。 

 

○久保循環社会推進課長 海岸漂着物につい

ては、一応、各県内で、そういう関連する事

業課あたりと連携してやるように、また、事

業者である漁協さんたちとか、そこも入って

検討会議みたいなものを一応設置しておりま

す。その中で、今先生の御指摘の部分につい

ては、農林とか土木に対して話もし、検討を

進めてまいりたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 

○池田和貴委員長 ほかにございませんか。 

 

○小杉直委員 水俣病とかチッソに関する説

明がありましたが、27年度のチッソの経営状

況は、押しなべて言うならどういう状況でし

たっけ。 

 

○村井環境政策課長 27年度の業績は、売上

高は増加しましたが、経常利益は前年度――

前年度が103億円だったんですが、を下回る

76億円ということになっております。これ

は、主力の液晶ディスプレーが中国及び新興

国経済の減速の影響を受けて調整局面に入っ

たということと、やはり為替の最近の関係で

ちょっと収益が上がらなかったというところ

が大きかったと聞いております。 

 

○小杉直委員 一般的に言う増収、減益とい

うことですかな。 

 

○村井環境政策課長 そうですね。そう認識

しております。 

 

○小杉直委員 これは直接27年の決算には関

係ないわけですが、今回の熊本地震で、あそ

このプラントとか関連施設も古いところがあ

りますけれども、被害に遭ったという話はあ

りませんか。 

 

○村井環境政策課長 一番目に見えてわかる

のは、チッソはいっぱい水力発電を持ってお

りまして、それを売電して収益を上げている

ところ、また、今後、新しく装置をかえて、

またその収益を上げていこうという試みはご

ざいましたけれども、大分石が流れてきたり

してやられていて、ちょっと思いどおりの収

益計画がとれないような話も聞いておりま

す。 

 

○小杉直委員 なら、そういう面は、ちょっ

と今後のやっぱり懸念される課題ですたい

ね。 

 もう１点、猿渡課長、33ページ、青少年育

成費の中で、グローバルジュニアドリームと

いうのを実行されとるでしょう。この内容

は、大体どういうことですかな。先ほどちょ

っと簡単に説明はあったけれども、少し具体

的に。 

 

○猿渡くらしの安全推進課 このグローバル

ジュニアドリーム事業といいますのは、県内

の小学校６年生から中学生、それにあと高校

生も加わりますけれども、団員30名、これを

台湾の高雄市のほうに派遣をいたします。 

 この目的は、例えば向こうの小学校での交

流会でありますとか、ホームステイを行いま

す。異文化を、交流を通じまして、自分の夢
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でありますとか可能性、そういったものを再

発見してもらうという事業でございます。 

 

○小杉直委員 それは、高雄との熊本空港の

就航をした後ですか、その前から。 

 

○猿渡くらしの安全推進課長 県が熊本市

と、平成25年の９月に、台湾・高雄市と国際

交流の促進覚書を締結しております。それ以

降になります。平成26年、27年、28年、今回

が３回目の事業になります。 

 

○小杉直委員 わかりました。 

 それなら、守山課長、さっきの売却の駐車

場の話ですが、大体何台分ぐらいあったんで

すかな。 

 

○守山男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 全部で95台です。 

 

○小杉直委員 わかりました。ありがとうご

ざいました。 

 

○早田順一委員 先ほどのグローバルジュニ

アの件で関連なんですけれども、今御説明で

30名で行かれるということで、たしか以前は

沖縄か何かに行かれていたんじゃなかったで

すかね。一旦それが事業がなくなって、また

こういう形で復活しているというふうに思っ

たんですけれども、台湾として、平成25年か

らですから、その子供たちの成果というのは

なかなか見えてないと思うんですが、課長と

しては、どのように子供たちに、どういう影

響がこれから期待されると思っておられます

か。 

 

○猿渡くらしの安全推進課長 今回、私、団

長として一緒に子供たちと派遣で行きました

けれども、やはり子供たちが、いわゆる世界

に向ける目というか、グローバルな視点で、

感想とかも聞きましたけれども、やっぱり見

方とか考え方が変わりましたという意見を多

く聞きます。そして、その成果を、各子供た

ちが、学校におきまして、全体集会でありま

すとかクラスの集会で発表する機会を設けて

もらって、それをほかの子供たちにも報告し

てもらっているというような形で、その成果

がだんだん広まってきているんじゃないかな

というふうに思っております。 

 

○早田順一委員 私も、子供たちに投資をす

るというのは非常に賛成でございます。 

 一応、ちょっと不用額が90万ちょっと出て

おりますので、もしできるのであれば、１人

でも２人でも多くの子供たちを連れていって

いただければありがたいなと思っております

ので、よろしくお願いします。 

 

○猿渡くらしの安全推進課長 わかりまし

た。 

 

○池田和貴委員長 ほかにございませんか。 

 

○岩中伸司委員 これは環境生活部だけの問

題じゃないと思いますが、ちょっと資料で一

つだけわかりやすく言うと、３ページで、例

えば一般管理費というのが、ほとんど不用額

ゼロというふうなことで計上してあります。

そして、その備考欄に、時間外勤務手当と書

いてあるんですが、これで私がちょっとわか

らないんですが、きのう、環境生活部関係の

職場をずっと回ってみたら、７時半前ぐらい

で昼間の職場と変わらぬように、皆さん頑張

っていらっしゃったんですよ。そういう状況

で、この時間外勤務手当がこういう形で決算

があるというなら、何かからくりがあるのか

なと思いながら、ちょっとお尋ねしますが。

本当は人事課か何かに聞かなんでしょうが、

きょうは、たまたまきのうちょっと夜回った
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もので気になってですね。みんな、ちゃんと

時間外手当をもらいよっとかなというのを気

にしたんですが。 

 

○坂本政策審議監 きのう、時間外が多いと

いうのは、最近は予算を組む事務が発生して

おりまして、締め切りが間近なものですか

ら、各職員、汗だらだらになって多分やって

いる状況だと思います。私も残っていたの

は、人事とかなんとかの関係で、昼間になか

なか作業ができない関係もございまして残っ

ておりましたので、そういうように御理解い

ただければと思います。 

 時間外の縮減に当たりましては、部課長会

等で各課長等にも徹底をしておりますし、そ

れと、時間外で、命令を出さずに時間外をや

らないようにするということも、基本的には

徹底しています。ただ、まだ一部にそういう

ものも見られますので、そこはさらなる徹底

を努めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

 

○岩中伸司委員 ここに書いてあるのは、こ

れはちょっと別の問題ですね。一般管理費の

時間外手当というのは別な問題ですね。そう

いう理解でいいですね。 

 確かに、今、予算で一生懸命それぞれ頑張

っていらっしゃるので、時間が昼間で足らぬ

というのはわからぬでもなかばってんです

ね。あれが常態化しとっとなら、大変な県庁

の職場やなと思いながら、きのうはあきれて

帰ったんですよ。ぜひもう少し早く家に帰す

ような、そういうことも考えていってほしい

なということを強く要望しておきます。 

 

○中尾自然保護課長 済みません、ちょっと

訂正でございます。 

 先ほど城下委員のほうから、公園内の整備

交付金事業で、一応ダブりはなかったとお答

えしましたけれども、１カ所だけ、附属資料

の３ページをお願いしたいんですけれども、

この４段目の九州自然歩道(兜岩線)というの

がございますが、これは被災しましたので、

これにつきましては取り下げをする予定でご

ざいます。 

 

○城下広作委員 兜岩とか、ああいうのは大

概ひどかけんが、かぶっとるものと思って聞

いたんだけど、ないということで、不思議だ

なと思いながら、安心しました。 

 

○中尾自然保護課長 済みません。 

 

○池田和貴委員長 ほかにございませんか。 

 

○西岡勝成委員 これは環境生活部長にちょ

っと物を申しておきたいんですが、生産活動

と環境と相反する部分がありますね、骨材に

しろ、いろんな面で。そういう中で、やっぱ

り連携というのが、非常に各課との連携、部

との連携というのが非常に大事になる部分が

あるので、この辺はやっぱり今後そういう、

まあ海砂利のこともそうですが、やっぱり片

一方は骨材として必要、片一方は環境を守ら

ないかぬというような問題があります。きょ

うは、後から商工観光労働部もありますし、

その後で農水もありますけれども、そういう

流れの中で、やはりお互いに連携をしていか

ないと対処できない大きな課題がありますの

で、ぜひその辺は横の連携をとりながら県政

を進めていただきたいと思います。 

 

○田代環境生活部長 環境行政のほとんど、

いろんな分野にまたがるといいますか、その

下支えする部分もあると思います。というこ

とで、いろんな、有八の問題も含めまして、

環境のほうがその調整窓口になっている部分

がいろいろございますので、しっかり今後と

も、私も目配りをしながら、みんなと一緒に
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調整に当たっていきたいと思います。いろん

な角度から庁内議論を戦わせながら、しっか

りやっていきたいと思っています。ありがと

うございます。 

 

○池田和貴委員長 ほかにございませんか。 

 

○橋口海平委員 23ページの石綿健康被害救

済給付事業なんですが、これは何人ぐらい

で、何年までに認定されるとか、そういう縛

りとかはあるんでしょうか。 

 

○川越環境保全課長 石綿救済給付事業でご

ざいます。平成17年ぐらいから認定申請が始

まっておりまして、これまでに熊本県内での

認定者数が75名、それと特別遺族の分が認定

が49名というような形で、合計の124名が熊

本県内では認定者として認定されておりま

す。ちなみに、27年度までの全国の数字を申

し上げますと、１万985人という形でござい

ます。 

 

○橋口海平委員 もし、今、地震とかいろい

ろなので石綿被害というのが、まあ一生懸命

県のほうもそういう予防はしなさいというふ

うに言ってあると思うんですが、そういうの

が出てきた場合も、これはどんどんふえてい

くものなんでしょうか。 

 

○川越環境保全課長 今回の熊本地震だけで

はなく、例えば、関西の神戸で起きた災害で

ありますとか、中越地震、東日本、今までい

ろんな災害がございまして、その時々に結構

建物が壊れたと、石綿が使ってある建物が壊

れていて飛散のおそれがあるよ、実際、飛散

していたということもございます。そういう

経験もございますので、今回の熊本地震にお

きましては、非常に対応はうまくやっている

かと思います。 

 先生も御承知のように、マスクを配ったり

とか、現場のほうに出向いて、実際監視して

回ったりとかやっておりますので、実際に、

その現場の石綿の濃度といいますか、そうい

う濃度をはかっても、全然問題ないというよ

うな状況でございます。 

 今後ふえてくるかどうかにつきましては、

先ほど申し上げましたように、これまでの災

害の処理の中で、もしかするとそういう石綿

に被曝していた人がいるんじゃなかろうかと

いうようなことは考えられます。 

 

○橋口海平委員 今回、いろいろ取り壊す中

で、そういう調査とか、そういうマスクして

いるか、そういうのも行っているんでしょう

か。 

 

○川越環境保全課長 実は、まず震災があっ

た後に、もともと吹きつけの石綿というや

つ、目に見えて場合によっては飛散する可能

性があるよという石綿の把握しているところ

につきましては、地震後、すぐに飛散、漏え

いのおそれがないかというような形で確認は

しております。その中で、やっぱり被災して

いたところにつきましては、すぐさま飛散し

ないような措置をとりなさいというような形

で指導をして、指導をされていると。 

 その後、実際に、解体作業が今現在始まっ

ておりますけれども、解体作業中も、うちの

課の職員でありますとか、地元保健所の職員

でありますとかで立入調査をできるだけ行っ

ておりまして、現場のほうで確認をするとい

うような形をしております。 

 現場のほうにある石綿というのは、どちら

かといいますと防火板あたりですね。普通の

ボードの中に過去には石綿が使われていたと

いうようなやつがございますので、そういう

やつにつきましては、機械でがりがりと割ら

ずに、きちんと手ばらしをしなさいというよ

うな話で指導を行っております。今現在も続

行中でございます。 



第４回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成28年10月14日) 

 - 20 - 

 

○池田和貴委員長 橋口委員、ちょっとじゃ

あ私からよか。 

 

○橋口海平委員 はい。 

 

○池田和貴委員長 今、全部、レベル１とい

うか、吹きつけのやつについては全部調査し

たとおっしゃいましたが、それは公的なもの

だけ、それとも被災した家屋全部ってこと。 

 

○川越環境保全課長 レベル１の吹きつけに

つきましては、例えば土木のほうで1,000平

米以上については、どういうところに吹きつ

けがあるというような調査を既にされており

ます。そういうところについては、公的なも

の、一般のものに限らず把握しておりますの

で、そういうところを調査したという形で

す。 

 

○成富環境局長 今回の熊本地震に伴う家屋

の解体につきましては、アスベスト問題、当

然ありましたので、国の通知等を踏まえて、

事前に解体をする前に、全てアスベスト調査

を業界と一緒になってやっています。それか

ら、レベル１、レベル２、レベル３に応じた

解体をしていくような取り組みをしておりま

す。 

 

○池田和貴委員長 わかりました。 

 

○早田順一委員 その調査の期間ですね。結

構やられていると思うんですけれども、大体

どれぐらいその調査期間ってかかるものなん

ですか。 

 

○成富環境局長 期間といいますか、大体各

町村ごとに事前に、まあ5,000棟ぐらいある

町村がありますと、一遍に全部やるのか、大

体50棟ずつに分けてやるかとか、やり方はい

ろいろあって、解体前に何しろ事前調査をす

ると、それから解体に入るという形にしてい

ますので、大体期間というのは特に決めてな

くて、何しろ解体前には全て事前調査を終わ

るというやり方でやっていますので、個々の

町村によって、また個々のケースによって違

うと思っています。 

 以上です。 

 

○早田順一委員 調査する方というのは、

数、人手不足というか、そういうのはどうで

しょうか。 

 

○成富環境局長 人手不足は、今のところ、

いろいろ調査する人たちも、協会がございま

すので、そこでやっていただくし、解体の協

会も、専門の職員を置いていますので、ある

程度、今のところ、そこまで人手不足という

感じでは調査自体は伺っておりません。 

 もう１点、これは国が直接やっていただい

たんですが、アスベストがある建物を解体す

るときに、１棟壊すときには、１人技術者が

要るとかあったんですけれども、それも国の

ほうから緩和していただいて、数件に１人置

けばいいとか、いろんなことがまた国でも緩

和されていますので、人手対策も、その辺で

国と連携してやっている状況でございます。 

 

○池田和貴委員長 ほかにございませんか。 

 

○城下広作委員 くらしの安全推進課です

ね。食品の品質表示の部分で、これはどこま

でかちょっと私がわからないだけなんでしょ

うけれども、あれは一般の有名なもの、成分

表示から、あるいは塩分濃度からカロリーな

んか書いてあるんですけれども、例えば道の

駅で加工品なんか売ってあると、塩分表示が

あるとかないとか、あれは同じベースで表示

しないといけないとか、そのレベルがあると

思うんですけれども、例えばこの水も、これ
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は栄養成分表示というのがあって、こっちに

はないんですよ。これは、どこまで製品には

求められているのかなと、大体の概略を教え

てください。 

 その事業としてここにあるものだから、表

示の指導という部分が。その辺はどこまで本

来やらなきゃいけないのか。それがやられて

いないのがあって、一般に売り出されている

もんで、どこまで表示しなきゃいけないの

か。 

 例えば、道の駅で売っている商品が国産品

であるか、何々品であるか、最低でもそこま

で表示せないかぬとか、塩分とかを表示せな

いかぬとか、そういう食品表示の部分という

のはどういう感じの部分ですか。これはやら

れていない、やられている、そういう目安を

ちょっと。 

 

○猿渡くらしの安全推進課長 その加工食品

の栄養成分の表示の義務化というのが、これ

が、昨年、27年の４月１日、食品法の表示制

度の法律ができております。 

 容器の包装に入れられた加工食品には、熱

量とかたんぱく質とか、そういった脂質、炭

水化物、ナトリウムの５成分というのが表示

をされております。例えばナトリウムの量に

ついては、食塩相当量で表示されますし、具

体的にそういった成分の表示は義務化されて

いるということなので、統一的な形で表示さ

れているということになります。 

 

○城下広作委員 道の駅にはよく寄ってから

いろいろ見るけど、みんながそがんとはつい

とらぬ場合が結構あるなとか。ただ、それが

いいか悪いか、何の基準によっていいのか悪

いのか、じゃあむしろ裏なんかに、まあ塩分

とか書いてあるけど、それは何％とかなんと

か具体的な数字なんか書いてないのがいっぱ

いあるし、それがいいか悪いかがわからぬけ

ど、どうなんでしょうかね。 

 

○猿渡くらしの安全推進課長 一応、表示す

るような義務化はされているので、大体表示

するようになっているんですが、中にはそう

いう漏れているのがあるということであれ

ば、一応うちのほうでも巡回をして指導した

りとかいうのを行っておりますし、例えば食

品表示のウオッチャー制度をうちがしており

ますけれども、そういった方からの通報でそ

こに出向いていったり、確認したりというこ

とをやっております。 

 

○城下広作委員 誰が悪いとか、そういう意

味じゃなくて、本来やるべき表示の部分が、

全ていろんな格好で売り出されているものと

しては、ちゃんとできている、できてないと

いうのは、ちゃんと点検するようになり、で

きてなければ指導するようになっているとい

う前提で思っているから、その辺はちゃんと

やられていると思うけれども、意外とそうい

う部分があったりなかったりするものをよく

見るなという感じがイメージ的にあるものだ

から、どうでしょうかということをお聞きし

たわけです。 

 

○猿渡くらしの安全推進課長 法律が施行さ

れてから、一応５年間の経過措置というのが

ありますので、それまでには完全にというこ

とになりますので、その経過の今措置の期間

中ですので、指導を徹底しているというよう

な状況でございます。 

 

○城下広作委員 わかりました。もうこれは

いいです。 

 

○池田和貴委員長 ほかにございませんでし

ょうか。 

 

○松田三郎委員 先ほど岩中先生の質問であ

りましたのにちょっと関連しますが、私はパ
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トロールはいたしておりませんが、実態はわ

かりませんが、この資料を見ながら、一般管

理費の関係です。これはどこでもいいんです

が、たまたま、わかりやすい意味で、久保課

長のところですね、循環社会推進課。 

 30ページの３段目の職員給与費、18人分、

１億8,000万余となっております。これが、

款項目で言えば公害対策費というところにな

っています。例えば、32ページのくらしの安

全推進課、これは、職員給与費が２段目の一

般管理費、ほかも何とか総務費のところとか

何とか対策費、各課それぞれ上げてあるよう

でございますが、２点ありますが、１点目

は、部内でも、各課――別に27年度だけに限

ったことではないでしょうから、各課内のル

ールなり、今までの慣例なり、どの目で上げ

るとかというのは、まあ別に統一しなくて、

各課に任せているという事情があるのかどう

かが１点と、たまたま見ていて、単純計算し

て、職員給与費だけで、18人分だけでこの金

額ならば、単純に割り算して平均すると、職

員給与費が1,000万になるのかなと。上に時

間外がありますので、時間外は除いてあるん

でしょうから、これはそういう理解でいいん

ですかが２点目。 

 

○村井環境政策課長 済みません、まずどの

項目にというのは、財政課に予算要求すると

きに張りつけられるものですから、どういう

形で、どういうルールになっているか、ちょ

っと確認させていただいてお答えするという

のでよろしいでしょうか、まず１点目。 

 もう１点目について、給与費ですけれど

も、通常の時間外分はこの給与費の中に入っ

ております。職員給与の何％が時間外という

ことで、最初から給与費の中に入っておりま

して、それで足りない分について、それぞれ

の時間を各課が要求して、それを人事課が振

りつけるのが、この例えば時間外という形で

出ているもので、それは別に交付されるもの

でございます。 

 

○松田三郎委員 １点目はいいですよ、確認

せんでも。財政課のほうが、いや、ここじゃ

なくてここで要求しなさいと、ここで認めま

すというようなことということでしょうか。 

 

○村井環境政策課長 予算要求するときに、

そういう振りつけがなされるということで

す。 

 

○池田和貴委員長 よろしゅうございます

か。 

 

○松田三郎委員 ２点目は、一部当初で予定

している時間外なんかも含めてこの金額――

循環社会推進課ばかり言うようですけれど

も、そういう額になっているということであ

っても、時間外を含めて、大体あれですか、

これは18人もいらっしゃれば、若い人も、あ

る程度の人もいらっしゃるでしょうけれど

も、この金額になるものですかね。いや、別

に多いからけしからぬって、ちゃんと仕事に

見合った給料があるならいいですよ。 

 

○坂本政策審議監 この給与分には、保険料

とか、事業者負担分とか、それなんかも全部

含まれておりますので、それだけもらってい

るわけじゃございません。そういうふうに御

理解を。 

 

○松田三郎委員 わかりました。ほかの課も

一緒ということですね。 

 

○坂本政策審議監 はい。 

 

○松田三郎委員 わかりました。 

 

○山口裕副委員長 ちょっとやっぱり人の話

を聞きたいんですけれども、中富消費生活課
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長にお聞きしますが、主要な施策の成果を見

ても、この消費者行政、かなり人が必要なん

じゃないかということがちょっと考えられる

んですけれども、きょうの説明資料でいく

と、13名で頑張っていらっしゃるという状況

ですけれども、実態として、さまざまな消費

生活に関する相談であったり、指導であった

り、さまざまな取り組みをされるんですけれ

ども、この人数で足りるんですか。 

 

○中富消費生活課長 ありがとうございま

す。 

 職員、それと相談員が13名、非常勤嘱託で

おります。特に、やっぱり地震発災後は、相

談件数がピーク時には日常の２倍、３倍にふ

えたりしまして、職員もそのバックアップ、

情報収集、予算措置等々のために奔走してい

まして、そうでなくても、例年、非常に時間

外も多い、職員忙しい職場でございます。人

手が欲しいのはやまやまでございますが、も

う県庁全庁的にこういった状況であったと思

いますので、もう限られた人員で精いっぱ

い、また健康管理にも気を配りながら、余り

時間外が続くようだと、早く帰れよというふ

うなことも声かけしながら、何とかぎりぎり

で頑張っている状況でございます。 

 

○山口裕副委員長 その上で歳入に行くんで

すけれども、歳入の34ページ等に書いてある

内容でいけば、活性化の交付金であったり、

活性化の基金から繰り入れたものであった

り、やっている事務等々からすれば、国の支

援は、活性化については10分の10だというこ

となんでしょうけれども、それ以外について

はすごく手当てが薄いような感じがせぬでも

ないんですけれども、全体的に見ると、まあ

比較して歳入についてはどうなのか、もうち

ょっと国の支援があったほうがいいと思われ

るのかどうか。 

 

○中富消費生活課長 予算編成する場合に

は、一般財源はぎりぎり絞り込んだ上で、こ

の10分の10の交付金を最大限獲得したいと思

いまして、目いっぱい要望を出しているとこ

ろでございます。 

 どうしても国の予算額、限界がございます

ので、満額いただけないケースが多いんです

けれども、今のところ、必要な予算につきま

してはどうにかいただいて、その中で執行で

きている状況かというふうには思います。 

 

○山口裕副委員長 今の県民の暮らしを考え

ると、すごく重要な分野だと思うので、我々

も覚えておきたいなと思います。 

 続いて…… 

 

○池田和貴委員長 じゃあ、済みません、関

連していいですか、私のほうから。 

 

○山口裕副委員長 じゃあ、後で。 

 

○池田和貴委員長 済みません。 

 消費生活センターは、本当に大切なところ

だと思うんですね。消費生活に対する施策

も、ここ５～６年、本当にいろんな形でメニ

ューもふえてきたし、市町村にまで裾野を広

げていく役割も負ってもらわなきゃいけない

んだと思うんですけれども、その中で、毎年

６月には、多重債務者生活再生支援事業、こ

の継続を求める請願が、必ず弁護士会や消費

生活関連などから上がってくるんですね。主

要な施策の成果を見てみますと、今年度は、

面談件数が841件、貸し付けが34件というこ

とになっています。 

 これは、先ほどおっしゃられたように、消

費生活センターもそういう話をされると思う

んですけれども、現実には、委託事業でグリ

ーンコープさんが受けて、貸し付けの資金も

用意してやっているんですね。この今の――

これは弁護士会からも、これはぜひもっと継



第４回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成28年10月14日) 

 - 24 - 

続してくれ、さらに拡充する必要があるとか

という要望が来ているんですけれども、課長

から見て、その辺はどういうふうに評価され

ていますか。 

 

○中富消費生活課長 毎年、弁護士会のほう

から、委員長おっしゃるように、請願をいた

だいて、御採択いただいております。その追

い風を受けまして、私どものほうでも、毎年

予算化いたしまして、グリーンコープのほう

に委託してやっているところでございます。 

 現在、グリーンコープのほうでは、専任の

相談員２名が対応していて、家計診断、まず

家計見直しましょうよということで、収入、

支出のバランスを見直しながら、仕事がない

方には仕事の手当てができるように、そうい

ったふうな手助けもしながら、そしてまた、

借金が多いので、これは銀行さんと交渉して

減らしましょうという債務整理のほうのお手

伝いも、弁護士さん、司法書士さんに入って

いただいてやっております。 

 そうはいっても、生活資金が、例えば入学

金が一時的に要るとかいう場合には、じゃあ

30万お貸ししましょうとかいう形で、無理の

ない範囲で貸していただくという形でやって

いただいております。 

 現状では、何とか相談者の方々の対応には

お応えいただいている状況ではございます

が、今般の地震に際しまして、多重債務者だ

けでなくて、やっぱり生活困窮者の方々の御

相談も、県のセンターのほうでもふえていま

すけれども、グリーンコープさんのほうでも

ふえている状況ではありますので、そこら辺

の取り組みをまたいろんな形で応援する必要

があるかなと思っております。これからの状

況を見きわめまして、また来年度予算検討の

中で考えてまいりたいと思っております。 

 

○池田和貴委員長 確かに、今おっしゃって

いただいたんですが、地震の後の生活困窮者

対策、また、それ以外の生活困窮者対策とい

うのもきちんと制度化されてきていまして、

厚生のほうでも話があったんですが、これは

県社協のほうに委託をして貸し付けの制度が

あるんですね。 

 ただ、県社協は、そういう伴走型の貸付事

業とか、多分福祉畑でやられてきた人たちな

ので、そこはできないと思うんですね。そう

いった意味では、せっかく消費生活センター

とやられているのを、うまくもっと連携を密

にして、さらに、必要であればその辺との連

携で予算もこっちに配分しながら、消費者行

政に生かしていくという観点を持ちながらや

っていただきたいというふうに思うんです

ね。 

 やはり、消費生活センター、先ほどおっし

ゃられましたように、大変忙しいというとこ

ろだと思いますし、これは熊本県を含めて数

県しかこの事業は持ってないので、熊本県

は、多分全国でもモデルになるような、そう

いう消費者行政に対する施策が可能なパーツ

がそろっていると思うんですね。ぜひ、そこ

は生かしていくようにお願いしたいと思いま

す。 

 

○中富消費生活課長 御指摘、大事な部分だ

と思っております。 

 グリーンコープのほうに相談が入るきっか

けというのが、以前はチラシ広報を見たとい

うケースが多かったんですけれども、近年は

福祉部門からの御紹介が非常にふえておりま

す。 

 生活困窮者への支援法ができまして、そち

らのほうで相談を受けるんだけれども、委員

長おっしゃるように、伴走型はなかなかでき

ないので、こちらのほうにつないでいただい

て対応するという形でやっております。これ

からも、そういったパイプ、しっかり太くし

ながら対応してまいりたいと思います。 
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○池田和貴委員長 頑張ってください。 

 

○山口裕副委員長 海岸漂着物について、久

保課長にもう一度お尋ねしますが、この制度

は、以前は基金で運用されとった時期があっ

たんですよね。まあ、最初は補助で、基金に

なってまた補助に戻ったというのが現状なん

ですけれども、漂着物の対応については、や

っぱり即座に対応することが重要だと思うん

ですけれども、行政的には、その基金のとき

が対応が即座にできたのか、今の補助制度の

ほうができたのかと、どういう見解ですか

ね。 

 我々からすると、基金があれば対応が早い

んじゃないかという考え方があったんですけ

れども、国は、どういう理由か知らないです

けれども、何か財政再建の約款か何かで基金

をやめたという話が以前からちょっと出てき

たので、このあたりの運用について、どちら

が即座に対応できるのか。変わりないと、遜

色ないということであれば別に問題にするこ

とはないんですけれども、その辺の見解をお

尋ねします。 

 

○久保循環社会推進課長 基金の時代のこと

については、ちょっと私も細かくは勉強して

いなくて申しわけないんですけれども、確か

におっしゃるとおり、手元にあれば動かしや

すいというのはあるんでしょうけれども、た

だ、今のところ、こちらの熊本県の分につき

ましては、今回の地震及びその後の豪雨災害

あたりについては、かなり環境省も配慮いた

だいておりまして、かなり水産のほうで陳

情、要望していただいた結果、１億2,500万

ほど増額を認めていただいたりとかいうよう

な形で進めてきております。 

 都道府県レベルとしましても、この金につ

いて、かなり補助率が下がってきたりしてお

りますので、これはぜひ補助率をもとの補助

率でお願いできないかということも要望して

おりますし、当然、これは先ほど申し上げま

したとおり、国外からのものもそれなりにご

ざいますので、外交ルートを通じて、それな

りに対象国に対してはきちんと話をしてほし

いというような要望も進めておるところでご

ざいます。 

 基金の使いやすさにつきましては、ちょっ

とお答えにならないかもしれませんけれど

も、一応そういう状況でございます。 

 

○山口裕副委員長 何か機会があったら、ち

ょっと整理しとっていただければ。 

 

○坂本政策審議監 私のときの話だろうと思

いますので。 

 それで、基金だと、先ほど御説明があった

ように、10割、それで、基金は、ただそこを

使うというだけですので、基金にためといて

どうのこうのという問題ではありません。や

っぱり環境省に対してきちんと要請をして、

そこの財布の中に入れるという形で、ただ、

よかったのは10割補助であったと。今は９割

から８割に落ちて、だんだん補助率が落ちて

きているという面がありますので、そこは何

とか国のほうにもきちんとした対応をやって

いただきたいなという気持ちは強くありま

す。 

 それともう１点は、その海岸漂着物につき

ましては、やっぱり意識の問題が非常に大切

だと思います。県民それぞれ一人一人の意識

の問題、それと各市町村の意識の問題、それ

と、県庁部内において、県庁内で当然連携も

していく必要はあるかと思いますけれども、

関係部局等の、その部局部局ごとの意識の問

題、私どもから各市町村並びに各部局のほう

に、来年度どのくらい要りますかということ

で調査事業をやったときに、ほぼ回答が私の

ときにはない部局がかなりありました。最近

は、災害が多かったので、大きな問題意識を

持って取り組んでいただいているようになっ



第４回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成28年10月14日) 

 - 26 - 

ていますので、かなりいい方向に向いている

んだと思っておりますが、だから、そういう

それぞれ事務に携わる人々の意識の問題、県

民それぞれの意識の問題、そういうことが今

後この事業にとって大切なのではないかなと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○山口裕副委員長 実は、昨年度は、自転車

の安全で適正な利用に関する条例を定めて推

進した１年目だったと思うんですけれども、

実際、自転車の安全な利用に対して、どうい

う形で条例制定後に取り組まれたのか、お尋

ねしたいと思います。 

 

○猿渡くらしの安全推進課長 本県では、昨

年４月に条例をつくっております。 

 本県の交通事故の実情といたしまして、自

転車の利用者の約６割に交通法令違反等が見

られるということで、利用者の法令遵守の意

識がちょっと希薄化しているというようなこ

とがございましたので、この条例の制定を機

に、自転車を利用する、例えば高校生とか学

生ですね、県内の全中高校生に向けて、その

意識を高めるための広報チラシの作成、配布

等をして、意識を高めるような形で活動して

おります。 

 

○山口裕副委員長 この取り組み、初年度で

すので、順次また拡大、条例の内容に基づい

て拡大してほしいなと思うんですけれども、

最近の心配事が、高齢者の自転車もちょっと

田舎のほうでは心配しておりまして、後ろも

振り返らず道路を横断されたりとか、市町村

道とかそういうところでは、そういう実態が

あるようですので、何かそのあたりに対して

も何らかの働きかけ、まあ高齢者の交通、難

しいですけれども、全体的にまたやってほし

いなというふうに思います。よろしくお願い

します。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員長 ほかにございませんでし

ょうか。 

  (「なし」と呼ぶ者あり) 

○池田和貴委員長 なければ、これで環境生

活部の審査を終了いたします。 

 これより午後１時まで休憩いたします。 

  午前11時40分休憩 

――――――――――――――― 

  午後１時１分開議 

○池田和貴委員長 それでは、委員会を再開

します。 

 それでは、これより商工観光労働部の審査

を行います。 

 まず、執行部の説明を求めた後に、一括し

て質疑を受けたいと思います。なお、執行部

からの説明は、効率よく進めるため着座のま

まで簡潔にお願いいたします。 

 それでは、商工観光労働部長から決算概要

等の総括説明を行い、続いて、担当課長から

順次説明をお願いいたします。 

 初めに、奥薗商工観光労働部長。 

 

○奥薗商工観光労働部長 まず、前年度の決

算特別委員会における施策推進上改善または

検討を要する事項等については、当部は該当

ございません。 

 次に、平成27年度決算の概要につきまし

て、お手元の決算特別委員会説明資料で御説

明申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 平成27年度歳入歳出決算総括表でございま

す。 

 一般会計の歳入は、収入済み額が200億

2,709万円余で、収入未済額は1,936万円余で

ございます。 

 収入未済の主なものとしては、中小企業従

業員住宅の使用料関連の未納に係るものでご

ざいます。競売を実施したことにより、前年
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度に比べ1,500万程度減少しております。 

 また、歳出でございますが、支出済み額は

272億2,116万円余、翌年度繰越額が５億813

万円余で、不用額は８億9,464万円余となっ

ております。 

 翌年度繰越額につきましては、平成27年度

２月補正予算において、国の経済対策に係る

交付金を活用して計上いたしました17事業に

ついて、国の交付決定が年度末になり、年度

内の事業完了が見込めないこととなったた

め、その全額を繰り越したものでございま

す。 

 不用額ですが、主なものとしては、緊急雇

用創出基金を活用した雇用対策事業等におけ

る委託料等の執行残、また、企業立地促進資

金融資事業で見込んでおりました新規貸し付

けの申し込みが、見込みより少なかったこと

による執行残等でございます。 

 次に、特別会計が４本ございます。 

 歳入の合計は、お手元の資料には合計欄が

ございませんけれども、収入済み額が44億

333万円余、収入未済額は30億1,403万円余で

ございます。これは、中小企業の振興を図る

ために県が貸し付けを行う中小企業振興資金

特別会計貸付金の未収金に係るものでござい

ます。 

 歳出の合計は、支出済み額が22億6,222万

円余、不用額は3,580万円余となっておりま

す。 

 以上、当部の平成27年度歳入歳出決算の概

要でございますが、詳細につきましては各課

長から説明をいたしますので、御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

 

○池田和貴委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いいたします。 

 

○磯田商工政策課長 商工政策課でございま

す。 

 説明に先立ちまして、まずもって一言おわ

び申し上げます。 

 説明資料及び附属資料の中に、数カ所に誤

りがございました。大変申しわけございませ

んでした。こちらの正誤表と修正しました資

料を机上に配付させていただきました。大変

恐縮でございますが、どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

 それでは、商工政策課の決算につきまして

説明させていただきます。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 なお、部内各課におきましても指摘事項は

ございませんでしたので、各課からの説明は

省略させていただきます。 

 それでは、お手元の決算特別委員会説明資

料、２ページをお願いいたします。ちょっと

厚いほうの２ページでございます。 

 一般会計の歳入でございます。 

 国庫支出金、財産収入及び３ページの諸収

入でありますが、いずれも不納欠損額、収入

未済額はありません。 

 ２ページにお戻りいただいて、３段目の地

方創生加速化交付金につきましては、平成27

年度２月補正で要求しました新規学卒者の県

内就職率アップ推進事業について、全額を繰

り越したことに伴い、調定額、収入済み額と

も実績がございません。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ４ページ一番下、商業総務費でございます

が、213万円余の不用額が発生しております

が、主に事務費の経費節減に伴う執行残でご

ざいます。 

 次に、別冊の決算特別委員会附属資料、薄

目の資料のほうをお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 一般会計の明許繰り越しでございます。 

 先ほど歳入でも御説明いたしましたが、平

成27年度２月補正予算において、国の交付金

を活用し要求しました新規学卒者の県内就職

率アップ推進事業について、交付決定が年度
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末になり、年度内の事業完了が見込めないこ

とから、全額を繰り越したものでございま

す。 

 商工政策課は以上でございます。御審議の

ほどどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○原山商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 平成27年度商工振興金融課の決算状況につ

きまして、主なものを説明させていただきま

す。 

 説明資料の６ページをお願いいたします。 

 まず、一般会計の歳入に関する調べでござ

います。 

 国庫支出金、繰入金、諸収入とも、不納欠

損額、収入未済額はございません。 

 なお、国庫支出金の４段目の地方創生加速

化交付金につきましては、予算現額に対し収

入済み額がゼロとなっておりますが、これは

当該交付金を活用した事業につきまして、全

額を翌年度に繰り越したことによるものでご

ざいます。 

 続きまして、７ページをお願いいたしま

す。 

 一般会計の歳出に関する調べでございま

す。繰越額と不用額の主なものを御説明いた

します。 

 まず、７ページ下段の中小企業振興費にお

きまして、4,210万円余の翌年度繰越額が発

生しております。翌年度繰越額につきまして

は、附属資料の２ページをお願いしたいと思

います。薄目の資料でございます。 

 これは、平成27年度２月補正において、国

の経済対策に係る交付金を活用して計上しま

した小規模企業サポート力強化事業及び小規

模事業者等ステップアップ事業について、国

の交付決定が年度末になったことにより、そ

の全額を繰り越しているものでございます。 

 委員会説明資料の７ページにお戻りいただ

ければと存じます。 

 同じく、７ページの下段の中小企業振興費

に、733万円余の不用額が生じております。

これは、備考欄の７ページから８ページにか

けて記載いたしております、商工団体等に対

する各種事業補助の執行残や事務費の経費節

減に伴う執行残でございます。 

 次に、10ページをお願いいたします。 

 中小企業振興資金特別会計でございます。 

 歳入に関する調べでございますが、繰入金

及び繰越金につきましては、不納欠損額、収

入未済額ともございません。 

 なお、２段目にございます繰越金におい

て、予算現額870万円余に対し収入済み額が

16億2,335万円余となっており、16億1,465万

円余の差額が生じておりますが、これは会計

ルール上、予算現額は歳出予算額に見合う額

として繰越金の一部を計上し、収入済み額に

は繰越金全額を計上していることによるもの

でございます。 

 次に、３段目の諸収入でございますが、中

小企業振興資金貸付金償還元金・償還利子、

延滞違約金を合わせまして30億1,403万円の

収入未済額が生じております。収入未済額に

つきましては、附属資料で御説明いたしたい

と思います。 

 附属資料の７ページをお願いいたします。 

 まず、１の平成27年度歳入決算の状況につ

いて御説明いたします。 

 ここで、諸収入の収入未済額が30億1,402

万9,000円となっておりますが、先ほど御説

明いたしました正誤表にもございますよう

に、端数処理の関係で、1,000円足していた

だきまして30億1,403万円ちょうどに訂正を

いただければと存じます。申しわけございま

せん。 

 この収入未済額の内訳につきましては、償

還元金が28億1,374万円余、償還利子が3,332

万円余、延滞違約金が１億6,696万円余でご

ざいます。 

 次に、２の収入未済額の過去３カ年の推移
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について御説明いたします。 

 表の左から、平成25年度の収入未済額は、

過年度分の30億7,374万円余でございます。

現年度分の未収金はございません。 

 次に、平成26年度の収入未済額は、過年度

分の30億6,801万円余でございます。同じ

く、現年度分の未収金はございません。 

 平成27年度の収入未済額は、過年度分の30

億1,402万9,000円としております。ここも、

先ほどの正誤表のとおり、30億1,403万円と

訂正を…… 

 

○小杉直委員 まちっとそぎゃんところはゆ

っくり言わんかいた、あたは。 

 

○原山商工振興金融課長 申しわけございま

せん。 

 平成27年度の収入未済額は、過年度分の30

億1,402万9,000円といたしておりますが、こ

れも先ほどの正誤表のとおり、30億1,403万

円と訂正をお願いいたします。 

  (発言する者あり) 

○池田和貴委員長 右上に修正後と書いた資

料を見ていただくと、もう修正されておりま

すので、その辺は混乱がないように執行部の

方も説明をお願いいたします。委員は、全て

修正後の資料で見ていただければというふう

に思いますが、よろしゅうございますか。 

  (「はい」と呼ぶ者あり) 

○池田和貴委員長 お願いします。 

 

○原山商工振興金融課長 大変失礼いたしま

した。 

 平成27年度からまた説明いたします。 

 平成27年度におきましての収入未済額は、

過年度分の30億1,403万円でございます。平

成27年度におきましても、現年度分の未収金

はございません。 

 なお、平成27年度におきましては、平成26

年度との差額である5,398万円余の回収を行

っております。 

 次に、平成27年度収入未済額の状況につい

て御説明いたします。 

 収入未済が生じております20貸付先のう

ち、分割納入中の貸付先は、下段合計欄にご

ざいますように、13貸付先、債権額16億

5,635万円余となっております。 

 次に、法的措置を行っている貸付先でござ

いますが、３貸付先、債権額５億367万円余

となっております。このうち、１貸付先につ

きましては、担保物件の競売手続を進めた結

果、4,682万円余の配当を受けております。 

 次に、生活困窮の貸付先は、３貸付先、２

億6,183万円余でございます。 

 次に、その他にございます１貸付先につき

ましては、債務者であります法人の実態がな

く、主債務者や連帯保証人の資力もないこと

から、地方自治法施行令に基づき徴収停止を

行ったもので、債権額は５億9,215万円余と

なっております。 

 今後は、定期的に法人の調査を行い、事業

再開や新たな財産が発見された場合には、差

し押さえ等の徴収を再開いたします。なお、

資力回復が認められなければ、債権放棄の検

討も行ってまいります。 

 次に、附属資料の８ページをお願いいたし

ます。 

 平成27年度の未収金対策について御説明い

たします。 

 ①にございますように、年度当初に未収金

対策基本方針及び貸付先別の処理方針を策定

するとともに、②のとおり、定期的に未収金

回収検討会を行い、延滞先との交渉方法等に

ついて確認し、回収に努めております。 

 また、③にございますように、未返済の債

務者を重点的に調査し、収入、資産保有状況

等の把握に努めるとともに、④のとおり、法

律的な解釈や指導を受けるため、必要に応じ

て弁護士に法律相談を行っております。 

 ⑤の法的措置としましては、先ほど申し上
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げましたとおり、１貸付先について、裁判所

に申し立てていた競売が実行され、平成27年

７月に4,682万円余の配当を受けましたほ

か、預貯金及び出資金の差し押さえを行い、

70万円余を回収いたしております。 

 また、⑥にございますように、債権回収会

社に調査・回収業務を委託したほか、⑦にあ

りますように、新たな未収金の発生を防ぐた

め、貸付先の巡回助言を行い、償還猶予の予

定先に対し、経営改善計画策定支援を行うと

ともに、正常先についても、経営状況の把握

や経営指導を行っております。 

 さらに、⑧にございますように、嘱託員を

配置し、回収交渉の強化を図ったほか、⑨に

ございますように、先ほど申し上げました、

徴収困難な貸付先１先について、平成28年２

月に徴収停止を行っております。 

 未収金の回収につきましては、引き続き継

続的に粘り強く回収に取り組んでまいりたい

と考えております。 

 また、努力を尽くしてもなお回収が困難と

判断される案件につきましては、県の基準に

沿って徴収停止の手続をとるなど、債権放棄

による整理も視野に入れ、対応を行っていき

たいと考えております。 

 それでは、説明資料の11ページにお戻りい

ただければと存じます。 

 中小企業振興資金特別会計におきます歳出

に関する調べでございます。 

 商工費の中小企業振興資金助成費で631万

円余の不用額が生じておりますが、これは事

務費の節減や、差し押さえなど債権回収に係

る費用が見込みを下回ったことなどに伴うも

のでございます。 

 次に、公債費につきましては、資金の貸付

先から償還された額のうち、中小企業基盤整

備機構へ償還する分であり、諸支出金につき

ましては、同じ貸付先から償還された額のう

ち、県の一般会計へ繰り出すものでございま

す。 

 なお、関連して１点御報告がございます。 

 昨日13日に、高度化資金に係る債務不存在

確認訴訟の熊本地裁判決がございました。こ

れは、契約書において連帯保証人となってい

る原告が、連帯保証人となった事実はないと

主張して、県に対して債務が存在しないこと

の確認を求めたものでございます。 

 判決では、契約書には原告の実印があるこ

とから、反証がない限り、原告の意思に基づ

いて成立したものと推定されるとされました

ものの、原告と組合の代表理事とのかかわり

は極めて希薄であったこと、実印を他の者が

入手することが可能な状況にあったことなど

を総合考慮すると、債務の存在を認めること

はできないとしたものでございます。 

 県といたしましては、判決内容を詳細に見

た上で、今後の対応を検討してまいりたいと

考えております。 

 商工振興金融課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○石元労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 平成27年度まで、労働雇用課と産業人材育

成課が統合し、今年度より労働雇用創生課と

なったため、労働雇用課分と産業人材育成課

分について、一括して御説明させていただき

たいと思います。 

 まず、労働雇用課分から御説明します。 

 説明資料と附属資料を順次御説明したいと

思いますので、両方御準備いただきたいと思

います。 

 まず、説明資料の12ページをお願いしま

す。 

 歳入に関する調べでございます。 

 まず、使用料及び手数料でございますが、

不納欠損額及び収入未済額はございません。 

 予算現額と収入済み額との比較で830万円

余の増となっております。これは、中小企業

従業員住宅事業に係る使用料の収入未済に対
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し、強制競売に伴う配当収入を充当したこと

によるものでございます。 

 これに関連して、14ページの中ほどの家屋

貸付料で233万円余、次の15ページの２段目

にあります延滞金で782万円余、その下にあ

ります損害弁償金で25万円余の金額を、収入

未済に対し、強制競売の配当収入の充当を行

っております。 

 その結果、この事業の貸付金元本につきま

しては、収入未済はなくなり、15ページ中段

の延滞金のみ、1,905万円余の収入未済が生

じております。 

 これらは一連のものでございますので、内

容につきましては、附属資料、薄いほうの資

料に取りまとめておりますので、説明させて

いただきます。 

 附属資料を御用意いただきたいと思いま

す。附属資料の９ページをお願いします。 

 労働雇用課分の収入未済に関する調べで

す。 

 １の表に、先ほど申し上げました、中小企

業従業員住宅に係る使用料から損害弁償金ま

で、４つの項目を記載しております。全て同

じ債務者で、中小企業従業員住宅事業に関連

したものでございます。 

 まず、この中小企業従業員住宅事業につい

て概要を御説明いたします。 

 中小企業従業員住宅は、厚生年金を財源と

した融資を利用して、昭和43年から昭和59年

度まで実施した事業でございます。 

 企業の従業員住宅の確保を目的に、県が企

業の従業員住宅を建設し、これを中小企業に

有料で20年間貸し付けた後、その住宅を企業

に譲渡するというものでございました。 

 過去に68の企業の利用がありました。この

うち、１者が使用料を滞納していたことか

ら、平成25年の12月議会で、住宅の明け渡し

や未払い貸付金の支払いなどを求める訴えに

ついて、県議会の議決をいただきました。 

 これまでの未収金対策については、次の10

ページをお願いしたいと思います。 

 下段に、昨年度までの取り組みを記載して

おります。 

 平成25年３月に、①住宅の明け渡しから④

遅延損害金の支払いについて、内容を請求す

る訴訟を提起しまして、本県の請求が認めら

れる判決が同年の９月に言い渡されました。

その結果、貸付料と延滞金の額が確定したこ

とになります。 

 住宅につきましては、かなり老朽化してい

たことから、平成25年の12月に明け渡しを受

けた後、解体、撤去を終えたところでござい

ます。 

 また、未収金の回収については、債務者の

連帯保証人の不動産が確認できたため、平成

27年の２月に強制競売の申し立てを行いまし

た。平成27年の９月に落札され、県に1,871

万円余の配当があったため、貸付料を初めと

する債権の一部に充当して未収金を回収した

ところでございます。 

 その結果、元本が完済したことにより、最

終支払い日以降の延滞金が確定したことにな

ります。平成27年度の現年度分の延滞金が、

そこで418万円余確定したことにより、新た

に発生したことになります。 

 そこで、延滞金総額が、これまでの延滞金

を含め、1,905万円余となっており、確定し

ております。これにより、今後の未収金の増

加はありません。しかし、なお、当該債務者

には、こういう形で延滞金も残っております

し、一方、熊本市の税の滞納もあわせて存在

しております。 

 今後、本県の延滞金1,905万円につきまし

ては、熊本市や弁護士等と相談しながら、引

き続き未収金の回収に努めてまいりたいと考

えております。 

 それでは、説明資料に戻っていただき、12

ページをお願いします。申しわけございませ

ん。 

 表の２段目に記載しております国庫支出金
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でございますが、不納欠損額、収入未済額は

ございません。 

 次に、13ページをお願いします。 

 一番上の地方創生加速化交付金及び下から

２段目の欄の地域女性活躍推進交付金につき

ましては、予算現額に対し収入未済額がゼロ

となっておりますが、これは、これらの交付

金事業の全額を平成28年度に繰り越したもの

によるものです。 

 また、中ほどの欄の雇用開発支援事業費等

補助につきましては、予算現額と収入済み額

との差が4,175万円余となっております。こ

れは、戦略産業雇用創造プロジェクト事業に

おいて、補助事業及び委託事業の実績が執行

見込み額を下回ったことにより、国庫支出金

の額が下回っているものでございます。 

 次に、14ページをお願いします。 

 一番上の欄の財産収入でございますが、不

納欠損、収入未済はございません。 

 一番下の繰入金につきましては、予算現額

に比べ収入済み額との差が3,978万円余の減

になっております。これは、緊急雇用創出基

金を活用した県事業及び市町村事業の実績が

執行見込み額を下回ったことにより、基金か

らの繰入金が減少したものでございます。 

 次に、15ページをお願いします。 

 一番上の欄の諸収入でございますが、延滞

金におきまして1,905万円余の収入未済額が

ございますが、これは中小企業従業員住宅事

業関連のもので、先ほど御説明したとおりで

ございます。 

 次に、16ページをお願いいたしたいと思い

ます。 

 ここから歳出となりますけれども、労働費

の主な不用額について御説明いたします。 

 17ページをお願いします。 

 一番下の段にある失業対策総務費ですが、

不用額が１億633万円余となっております。 

 18ページをお願いします。 

 資料には事業ごとの不用額を記載しており

ませんが、その大半が、18ページの備考欄１

行目と２行目に記載しております、緊急雇用

創出基金の市町村事業１億3,000万円と県事

業２億4,000万の事業に係る不用額及び３行

目に記載しております戦略産業雇用創造プロ

ジェクト事業２億6,000万円の事業に係る不

用額となっております。事業に対する応募が

少なかったことや事業完了後の経費の確定に

伴う執行残など、不用額が生じたものでござ

います。 

 なお、緊急雇用創出基金事業の不用額に関

しましては、今年度、平成28年度の事業で、

国庫へ返納せず、被災労働者対策として活用

することについて、国と協議し、了承を得て

いるところでございます。 

 続きまして、繰越事業について御説明いた

します。 

 申しわけございませんが、別冊の附属資料

の、ちょっと戻っていただきまして、３ペー

ジをお願いしたいと思います。 

 平成27年度の２月補正予算において、国の

経済対策に係る交付金、地方創生加速化交付

金を活用して計上した若者の九州ふるさと就

職促進事業ほか４件について、国の交付決定

が年度末になったことで、その全額を繰り越

し、今年度実施しているものでございます。 

 労働雇用課分については以上でございま

す。 

 続いて、産業人材育成課分でございます。 

 申しわけございません。説明資料にお戻り

いただき、19ページをお願いしたいと思いま

す。 

 歳入に関する調べでございます。 

 まず、使用料、手数料でございますが、技

術短期大学校において19万円余、高等技術訓

練校授業料において５万円余の収入未済がご

ざいます。収入未済額に関しましては、附属

資料で御説明させていただきたいと思いま

す。 

 まことに申しわけございませんが、別冊の
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附属資料の11ページをお願いしたいと思いま

す。申しわけございません。 

 技術短期大学校の授業料につきましては、

平成27年度に１件収入未済が発生しておりま

す。経緯を下の欄に記載しております。 

 平成26年度に入校し、出席日数不足で留年

となった生徒の平成27年度の授業料、39万円

の一部が未納となっておりました。 

 本人及び父親に対する催告を続け、平成28

年３月に13万円の納付があり、平成27年度末

の未納額が19万5,000円となったものです。 

 なお、資料には記載しておりませんが、こ

とし９月末、先月末、未納額全額が納めら

れ、当該案件は完納となっております。 

 続いて、附属資料12ページをお願いしま

す。 

 高等技術専門校の授業料について、平成27

年度に２件の収入未済が発生しております。

経緯を下記の欄に記載しております。 

 家庭の経済的理由により中途退学した者な

ど、授業料が一部未納となった２名の学生に

ついて、平成27年度末において、２万9,700

円、２万3,760円の２件が収入未済となりま

した。 

 本人及び保護者への督促や分納誓約書の徴

取の結果、資料には記載しておりませんが、

１件目の２万9,700円につきましては、平成

28年８月、未納額全額の納付があり、完納と

なりました。もう１件についても、平成28年

９月に一部納付があり、現時点での未収金は

１万8,760円となっております。 

 本人は退学しておりますが、今後も、本人

及び保護者宛て、電話等にて継続的に督促を

実施していくとともに、今後は授業料の未納

が発生しないよう、早目の対策をとっていき

たいというふうに考えております。 

 それでは、説明資料に戻っていただき、申

しわけございません。21ページをお願いしま

す。説明資料、21ページでございます。 

 表の中段に記載しております国庫支出金で

ございますが、不納欠損額、収入未済額はご

ざいません。 

 予算現額と収入済み額との比較で増減が生

じている主な内容でございますが、21ペー

ジ、下から２段目に記載しております地域住

民生活等緊急支援のための交付金、地方創生

先行型交付金におきまして、小規模事業者も

のづくり人材育成事業の事業実績について、

委託先の公益法人が法人改革の関係で事業実

施期間が短くなったため、執行見込み額を下

回ったことにより、1,334万円の減となって

おります。 

 次に、22ページをお願いします。 

 一番下の欄に記載しております生涯職業能

力開発事業等委託金につきましては、6,431

万円余の減となっております。これは主に、

離職者訓練の受講者の減少、就職等を理由と

する訓練生の中途退校並びに離職者訓練事業

の訓練生の就職率に応じて委託先に交付する

就職支援経費が、見込みより少なかったこと

による国庫委託金の減でございます。 

 次に、23ページをお願いします。 

 上から２段目の欄に記載しております財産

収入でございますが、不納欠損、収入未済額

はございません。 

 続きまして、一番下の欄の諸収入でござい

ますが、雑入におきまして６万円余の収入未

済額がございます。収入未済額につきまして

は、附属資料で説明させていただきます。 

 申しわけございませんが、別冊の附属資料

13ページをお願いしたいと思います。 

 委託訓練受講経費の返還金でございます

が、これは、平成21年度に高等技術専門校で

行いました自動車運転免許取得の委託訓練に

おきまして、訓練受講の際には雇用保険に未

加入であった受講者が、訓練受講前の時点に

さかのぼり雇用保険の被保険者となったこと

から、委託訓練の受講対象の要件を満たさな

くなってしまったことにより、免許取得経費

や訓練手当てなど、約10万円余を返還させる
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必要が生じたことによるものでございます。 

 分納により、22年度まで、４万円余を返還

させたところですが、就職しても短期間で離

職を繰り返し、無職の状態が続いたことか

ら、23年度以降の返還が滞り、現在、６万円

余の収入未済となっております。 

 対応としましては、４の平成27年度未収金

対策に記載しておりますが、これまで分納誓

約書を提出させ、催告を行っておりました

が、①債務者が、平成25年の５月から生活保

護を受給し始めたこと、②今後も継続的な就

労につく見込みが低く、返済資金の確保が難

しいこと、③債権金額が少額で、取り立てに

要する費用が債権金額を上回る予定となって

しまっていることから、平成26年３月17日に

徴収停止を決定いたしました。 

 なお、27年度においては、福祉事務所等の

関係機関への状況調査を行い、徴収停止の要

件に引き続き該当すると判断したため、徴収

停止を継続しております。 

 今後も、債務者の生活保護を担当する福祉

事務所等の関係機関と連携の上、状況調査を

継続し、資力回復状況について確認を行って

いくこととしております。 

 それでは、説明資料のほうに戻っていただ

き、申しわけございません、24ページをお願

いいたします。 

 ここから25ページまでが歳出に関する調べ

でございますが、不用額の生じた主なものに

ついて御説明申し上げます。 

 まず、24ページをお願いします。 

 職業訓練総務費でございますが、1,844万

円の不用額が生じております。 

 主な理由としましては、24ページ備考欄の

下から４番目の小規模事業者ものづくり人材

育成事業について、先ほど少し説明いたしま

したが、事業の委託先であるくまもと産業支

援財団において、事業実施に当たり、公益目

的事業の変更認定が必要となり、公益認定等

審議会を経て事業を開始したことで、事業実

施期間が短くなったため、事業実績が執行見

込み額を下回り、執行残が生じたものです。

委託先において、アドバイザー派遣等の経費

として、年度末まで十分な活動を確保するた

め、不用残となってしまったものでございま

す。 

 次に、25ページをお願いします。 

 職業能力開発校費でございますが、7,741

万円余の不用残が生じております。 

 主な理由といたしましては、25ページ備考

欄の中ほどの離職者訓練事業におきまして、

歳入の生涯職業能力開発事業等委託金で御説

明いたしました、訓練受講者の減少、早期就

職等を理由とする中途退校並びに就職率に応

じて委託先に交付する就職支援経費が、見込

みより少なかったことによる執行残でござい

ます。 

 次に、下の欄の技術短期大学校費でござい

ますが、1,459万円余の不用額が生じており

ます。 

 主な理由といたしましては、備考欄下から

２番目の技術短期大学校管理運営費における

教育実習教材等の経費や、施設管理業務委託

などの経費節減及び非常勤職員の実績減によ

る報酬等の執行残でございます。 

 以上が産業人材育成課分でございます。 

 労働雇用創生課からの説明は以上でござい

ます。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○三輪産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 委員会説明資料の26ページをお願いいたし

ます。 

 まず、一般会計の歳入に関する調べでござ

いますが、当課では不納欠損額、収入未済額

はございません。 

 次に、予算現額と収入済み額の差額の大き

いものについて御説明させていただきます。 

 27ページをお願いいたします。 
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 表の４段目に記載しております地域住民生

活等緊急支援のための交付金におきまして、

予算現額に対して収入済み額が1,021万円余

少なくなっております。これは主に、この交

付金の対象事業でございますリーディング企

業育成支援事業におきまして、補助金の交付

決定後に事業変更による減額申請があったこ

となどによるものでございます。 

 次に、表の６段目、下から２段目になりま

す。２段目をごらんいただきたいと思いま

す。 

 こちらにございます地方創生加速化交付金

につきまして、収入済み額が０円となってお

りますが、これは、この交付金を活用した事

業につきまして、国の交付決定が年度末にな

り、その全額を翌年度に繰り越したことによ

るものでございます。 

 28ページをお願いいたします。 

 表の３段目に記載しております地域活性化

支援業務委託金におきまして、予算現額に対

して収入済み額が1,634万円余少なくなって

おります。これは、プロフェッショナル人材

戦略拠点事業におきまして、拠点の開設が３

カ月程度ずれ込んだことによりまして、委託

期間を短縮したことによるものでございま

す。 

 説明資料の30ページをお願いいたします。 

 ここから34ページまでが一般会計の歳出に

関する調べでございますが、不用額の大きい

ものについて御説明させていただきます。31

ページをお願いいたします。 

 工鉱業振興費におきまして、3,279万円余

の不用額が生じております。その主な要因で

ございますが、備考欄の(1)工業振興費の下

から３つ目、リーディング企業育成支援事業

と、一番下のプロフェッショナル人材戦略拠

点運営事業に係る不用額でございます。 

 リーディング企業育成支援事業におきまし

ては、補助金の交付決定の後に、事業変更に

よる減額申請があったことなどによる執行残

でございます。 

 プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業

におきましては、拠点の開設がずれ込んだた

めに、委託期間を短縮したことに伴う執行残

でございます。 

 次に、32ページをお願いいたします。 

 表の下段の産業技術センター費では、

1,616万円余の不用額が生じております。そ

の主な要因でございますが、備考欄の(2)管

理運営費の一番目に記載しております運営管

理費の経費節減と、33ページの(3)試験研究

費の３番目に記載しております新規外部資金

活用事業で、国に応募していた研究事業が不

採択となったことなどによる執行残でござい

ます。 

 次に、35ページをお願いいたします。 

 熊本県高度技術研究開発基盤整備事業等特

別会計の歳出に関する調べでございますが、

翌年度への繰り越しはございません。 

 続きまして、別冊の委員会附属資料を御説

明させていただきたいと思います。別冊の委

員会附属資料のほうをお願いいたします。資

料は４ページをお願いいたします。 

 ４ページの繰越事業調べでございます。 

 表の１段目の阿蘇採石場防災対策事業につ

きましては、地権者への説明や地積更正に不

測の日時を要しましたため繰り越したもので

ございますが、工事は、本年７月末に完了し

ております。 

 ２段目以降のプロフェッショナル人材戦略

拠点運営事業ほか４件につきましては、国の

交付決定が年度末になったことにより、その

全額を繰り越しているものでございます。 

 産業支援課は以上でございます。 

 

○前野エネルギー政策課長 エネルギー政策

課でございます。 

 委員会説明資料の36ページをお願いいたし

ます。 

 歳入に関する調べでございます。 
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 国庫支出金、財産収入でございますが、い

ずれも不納欠損額、収入未済額はございませ

ん。 

 また、下から２段目の地域再エネ水素ステ

ーション導入補助金につきましては、収入済

み額がゼロでございますが、右側備考欄で記

載のとおり、全額繰り越しによるものでござ

います。 

 37ページから歳出に関する調べでございま

す。不用額の多いものについて御説明申し上

げます。 

 38ページをお願いいたします。 

 工鉱業振興費でございます。798万円余の

不用額が生じております。その主なものは、

右側の事業の概要の４番目にあります、市町

村モデル地域支援事業に係る不用額でござい

ます。 

 この事業は、新エネルギーの導入や省エネ

ルギーの推進に積極的に取り組む市町村に対

する支援を行う事業でございますが、不用額

は、補助事業の実績減に伴う執行残でござい

ます。 

 また、翌年度繰越額１億6,300万円余とな

っております。これにつきましては、附属資

料で御説明させていただきます。 

 附属資料の５ページをお願いいたします。 

 燃料電池自動車普及促進事業につきまして

は、県庁内に水素ステーションを設置する工

事におきまして、運転開始に係る国の規則等

の改正がおくれ、年度内に竣工ができなかっ

たことによるものでございます。なお、工事

は、ことし６月に竣工となっております。 

 エネルギー政策課は以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いします。 

 

○岡村企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 まず最初に、おわび申し上げます 

 当課分委員会資料におきまして、訂正箇所

が特に多くなってしまいましたこと、申しわ

けございません。今後、チェック体制の強化

など、再発防止に努めてまいります。おわび

申し上げます。 

 それでは、説明のほうに移らせていただき

ます。説明資料の39ページをお願いいたしま

す。 

 まず、一般会計の歳入でございますが、不

納欠損額及び収入未済額はございません。 

 次に、40ページをお願いいたします。 

 ２段の諸収入でございますが、予算現額と

収入済み額に１億9,549万円余の差額が生じ

ております。これは、企業立地促進資金貸付

金回収金で、新規貸し付けに伴う回収金を見

込んでいたところ、新規貸し付けの申し込み

が見込みを下回ったことによるものでござい

ます。 

 次に、42ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出でございますが、中小企業

振興費に4,666万円余、工鉱業総務費に４億

5,686万円余の不用額が生じております。主

なものは、企業立地を促進させるための２つ

の補助金と企業立地促進資金融資事業に不用

額が発生したことによるものでございます。 

 補助金につきましては、中小企業振興費に

おいて、コールセンターなどの立地を促進さ

せるための産業支援サービス業等立地促進補

助金と、工鉱業総務費において、製造業の立

地を促進させるための企業立地促進補助金に

おいて、補助金交付申請額が予算見込み額よ

り少なかったことによるものでございます。 

 補助金は、進出企業からの補助金申請の可

能性が高い年度に予算計上しておりますが、

企業の事業進捗におくれが生じ、翌年度以降

の申請になったことなどから、不用額が発生

したものです。 

 また、企業立地促進資金融資においては、

新規貸し付けを見込んでいたところ、申し込

みが見込みを下回ったことによるものでござ

います。 

 次に、44ページをお願いいたします。 
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 港湾整備事業特別会計の歳入でございます

が、不納欠損額及び収入未済額はございませ

ん。 

 次に、ページをおめくりいただき、46ペー

ジをお願いいたします。 

 臨海工業用地造成事業特別会計の歳入でご

ざいますが、不納欠損額及び収入未済額はご

ざいません。 

 上段の財産収入の予算現額と収入済み額に

1,940万円余の差額が生じておりますが、こ

れは、熊本港臨海用地及び八代外港工業用地

において土地貸付収入が生じたものでござい

まして、予算現額には歳出予算に見合う額を

計上したことによるものでございます。 

 次に、繰越金でございますが、予算現額と

収入済み額に２億7,650万円余の差額が生じ

ております。こちらも、予算現額には歳出予

算に見合う額を計上したことによるものでご

ざいます。 

 次に、48ページをお願いいたします。 

 高度技術研究開発基盤整備事業等特別会計

の歳入でございますが、不納欠損額及び収入

未済額はございません。 

 上段の財産収入の予算現額と収入済み額に

1,226万円余の差額が生じておりますが、こ

れは城南工業団地等における土地貸付収入で

ございまして、予算現額には歳出予算に見合

う額を計上したことによるものでございま

す。 

 次に、49ページをお願いいたします。 

 繰越金でございますが、予算現額と収入済

み額に１億2,214万円余の差額が生じており

ます。これは、予算現額には歳出予算に見合

う額を計上したことによるものでございま

す。 

 次に、50ページをお願いいたします。 

 高度技術研究開発基盤整備事業等特別会計

の歳出でございますが、2,343万円余の不用

額が生じております。その主なものは、内陸

工業用地基盤整備事業費によるもので、不用

額につきましては、各団地の除草などの管理

経費の執行残でございます。 

 次に、別冊の附属資料の14ページをお願い

いたします。 

 県有財産の処分でございますが、熊本市南

区にあります城南工業団地の区画の一部を民

間企業に売却したものでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○永友観光課長 観光課の永友でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 今年度から、国際スポーツ大会推進課を設

置しまして、ラグビーワールドカップ2019及

び女子ハンドボール世界選手権大会などの事

業に取り組んでいるところでございますけれ

ども、昨年度まで観光課で取り組んでおりま

したので、一括して説明をさせていただきた

いと思います。 

 説明資料の52ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳入でございますが、不納欠損

額及び収入未済額はございません。 

 53ページをお願いします。 

 １段目、地方創生加速化交付金について、

予算現額に対し収入済み額がゼロとなってお

りますが、これは、当該交付金を活用した事

業について、全額を翌年度に繰り越したこと

によるものでございます。 

 次に、54ページをお願いします。 

 一般会計の歳出でございます。 

 観光費で1,278万円余の不用額が生じてお

ります。主なものとしましては、補助事業の

ＭＩＣＥ等誘致促進事業の実績減による執行

残や映像コンテンツ展開事業及びオリ・パラ

キャンプ誘致推進事業の事業実績が執行見込

み額を下回ったことによるものでございま

す。 

 次に、１億2,000万円の翌年度繰越額につ

いて、附属資料のほうで説明をさせていただ

きます。６ページをお願いします。 
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 繰越事業でございます。 

 平成27年度２月補正予算におきまして、国

の地方創生加速化交付金を活用して計上いた

しました、ようこそくまもと観光立県推進計

画展開事業及び外国人観光客に対するおもて

なし向上プロジェクトの２件について、国の

交付決定が年度末になり、年度内の事業完了

が見込めないことから、全額を繰り越してい

るものでございます。 

 観光課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○小金丸国際課長 国際課でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 お手元の決算特別委員会説明資料の55ペー

ジをお願いいたします。 

 まず、一般会計の歳入でございますが、不

納欠損額及び収入未済額はございません。 

 また、雑入でございますが、海外派遣職員

及び海外技術研修員の宿舎の解約等により、

保証金、敷金が還付されたものでございま

す。 

 次に、一般会計の歳出、説明資料56ペー

ジ、57ページでございます。まず、56ページ

をおめくりください。 

 総務費992万円余及び、次の57ページをお

めくりください。57ページの商工費1,209万

円余、合わせて2,201万円余の不用額が生じ

ております。不用額は、経費節減と旅券発給

事務費の執行残でございます。 

 まず、経費節減を行った事業ですが、56ペ

ージをごらんください。 

 総務費の姉妹友好交流事業、国際交流海外

派遣事業、おめくりいただきまして、57ペー

ジの中国経済交流促進事業、海外拠点運営事

業等でございます。 

 具体的には、海外出張については、出張す

る方面に応じて複数の業務をまとめて処理す

るなど効率的に業務を行ったことや、熊本広

西館の賃料や光熱費の節減、海外派遣職員の

宿舎借り上げに係る賃料の節減を図ったこと

により生じたものでございます。 

 次に、56ページにお戻りいただきたいと存

じます。 

 総務費の旅券発給事務費でございます。こ

れは、旅券窓口である市町村と県との間の旅

券関係書類の移送料、いわゆる郵送料等が、

見込みより少なかったことにより生じたもの

でございます。 

 国際課については以上でございます。御審

議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○柳田くまもとブランド推進課長 くまもと

ブランド推進課でございます。 

 平成27年度決算状況につきましては、お手

元の資料58ページから59ページまでが歳入に

関する調べになっております。 

 不納欠損額、収入未済額、ともにございま

せん。 

 次に、歳出に関する調べについては、60ペ

ージ、61ページをごらんください。 

 60ページ下段の商業総務費で、520万円余

の不用額が生じております。 

 このうち主なものにつきましては、61ペー

ジの備考欄、上から５行目のくまもとプロモ

ーション推進事業のコンペ実施に伴います入

札減や、同じ欄の下から２行目、伝統工芸館

改修・保全計画策定事業の入札残及び執行残

でございます。 

 61ページ中段の工鉱業総務費の1,434万円

の不用額のうち主なものにつきましては、熊

本産業展示場施設機能維持事業におけるグラ

ンメッセ熊本の冷温水発生器分解・点検整備

業務、いわゆる空調設備のオーバーホールを

行うものですが、その入札残によるものでご

ざいます。 

 さらに、下段の工鉱業振興費287万円余の

不用額のうち主なものにつきましては、産業

展示場施設管理事業におけますグランメッセ

熊本の備品購入費に係る入札残でございま
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す。 

 くまもとブランド推進課は以上でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○池田和貴委員長 以上で商工観光労働部の

説明が終わりました。 

 それでは、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○松田三郎委員 主に附属資料の７ページ以

降ですね。中小企業振興資金特別会計、課長

に説明いただきました。 

 これは、大体毎年決算でも議論になるとこ

ろでございまして、それは１つは見た目の額

が大きいというのもあるんだろうと思ってお

ります。ただ、額が大きいから云々言うつも

りはございませんし、先ほど課長の、特に８

ページの未収金対策で、弁護士や法律相談を

やったり、法的措置、競売、差し押さえある

いは債権回収会社に委託をしたり、嘱託を１

名配置したりと、非常に努力をなさっている

なというようなことがうかがえると思いま

す。 

 確かに、額としては、26年度からは5,000

万ぐらいですかね、減ったという御指摘もあ

りましたが、もともと、ちょっと表現は悪い

ですが、厳しいところに貸すわけでしょうか

ら、ある程度のリスクなり、そういうことも

あるがゆえに県がやらなければならないとい

うような事情もあるんだと思っております。 

 そこで、何年か前、前の部長かその前の部

長かに、もうやっぱりこれだけ時間と労力と

そしてコストもかけてやり続けるよりも、し

かるべき時期にはぴしっと何か結論を出す、

方向性を明確にする必要があるんではないで

すかというような質問をした折に、実はそう

考えておりますという、実はそう考えており

ますの中身を聞くのを忘れましたので、どう

いった中身だったのかなとはいまだにわかり

ませんけれども、この内訳、７ページに戻っ

て、分割納付中、法的措置、生活困窮、その

他、そういう内訳でありますが、特に元金の

ほうですね。順調にいくならば、この分割納

付なさっておられる方は、回数は多い人もい

るかもしれないけれども、順調に減っていく

わけでしょうし、法的措置も、いずれ裁判等

の判断も出るわけでしょうし、生活困窮が、

これでは件数が３件になっている。というこ

とは、順調にいくならば、この３件について

がちょっと残るという理解でよろしいんです

かね。 

 

○原山商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 御指摘のとおり、生活困窮３者につきまし

ては、いずれも法人の実態がなく、回収が困

難な状況でございます。 

 このため、３者のうち１者につきまして

は、今年度に入りましてから徴収停止の手続

をとらせていただいておりまして、もう１者

につきましても、徴収停止の手続を進めてい

る状況でございます。さらに、もう１者につ

きましても、今後、差し押さえをするなど、

財産の有無を確認した上で、回収が困難とい

うことであれば、同様に徴収停止手続をとっ

てまいりまして、その上で定期的に調査をい

たしまして、資金の回復が見込めればまた再

開いたしますが、どうしてもやっぱり難しい

ということになります場合は、債権放棄の検

討をさせていただきたいというふうに思って

おります。 

 以上でございます。 

 

○松田三郎委員 今の話でも、先ほどの御説

明でも、債権放棄には一定の期限があるとい

うようなお話でしたけれども、簡単に言う

と、まあ幾つか要件があってでしょうけれど

も、結構厳しいんですか。まあ、なんでんか

んでん債権放棄して楽になってくださいと言
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うつもりはありませんけれども。 

 

○原山商工振興金融課長 債権放棄基準とい

うのがございまして、県で定めておりますけ

れども、相当程度の徴収努力が行われてお

り、かつ消滅時効の期間が経過したものにつ

いて、さらに、例えば著しい生活困窮状態に

あるとか資力がないとか、そういった条件を

満たした場合に債権放棄ができますが、もち

ろん議会の議決が必要になるということでご

ざいます。 

 

○松田三郎委員 済みません、ちょっと聞き

そびれましたが、２点目は、消滅時効……。 

 

○原山商工振興金融課長 消滅時効の期間が

経過したものでございます。 

 

○松田三郎委員 それは……。 

 

○原山商工振興金融課長 例えば10年とか５

年とか、消滅時効がありますので、それが過

ぎたら債権放棄を検討していいというような

内部の基準がございます。 

 

○松田三郎委員 ちょっと細かい話ですけれ

ども、消滅時効で時効を援用すると、もう債

権放棄できるというか、せざるを得ない、不

納欠損になるとかと、そういうことじゃない

んですか。 

 

○原山商工振興金融課長 時効を債務者の方

が援用されれば、その時点で債権は消滅いた

しますので、債権放棄ということではなく

て、もう消滅したことになりますので、後は

もう不納欠損という手続をすることになりま

す。援用されなければ、債権放棄というのは

議会の議決をいただくということになりま

す。 

 

○松田三郎委員 わかりました。 

 それで、もとに戻りますけれども、分割納

付中とはいえ、その途中でまたちゃんと返済

してもらえるかどうかというのは不確定な部

分もあるんでしょうけれども、この分割納付

と法的措置がある程度予想どおりいくなら

ば、年数はかかっても、この累計のという

か、合計額というのは、いずれ借り高はゼロ

になってくるということですか。 

 

○原山商工振興金融課長 我々といたしまし

ては、できる限り、その分割納付も含めて、

多くを回収あるいは法的措置も含めて回収を

してまいりたいと思っておりまして、ここ数

年、少しずつ下がってはきておりますが、今

後ゼロに近づくかと言われますと、なかなか

大変厳しい状況にあるということはあると思

います。 

 そのため、どうしても回収が困難なものに

ついては、先ほどから御説明いたしますよう

に、債権放棄も含めて検討させていただけれ

ばというふうに考えております。 

 

○松田三郎委員 わかりました。 

 これは別に商工に限ったことではないんで

しょうけれども、ということは、この方にも

答弁求めていいんですか。どっちかわから

ぬ。 

 

○池田和貴委員長 何かあれば。 

 

○松田三郎委員 例えば、税金の徴収にして

も、こういう貸付金の返済にしても、当然、

回収のコストでありますとか、債権を管理す

るコストあるいは時間も、まあ調査、その他

含めて、幾ら委託している弁護士に相談して

も、かなり部内であるいは課内でも労力を使

われると、使ってこられたと思います。 

 それで、例えば100万に関して、いろいろ

な、もろもろのコストを計算したら100万円



第４回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成28年10月14日) 

 - 41 - 

よりかかると、それでもゼロになるまで徴収

なり返済を求めていくべきなのか。それは、

一方では、多分税金等は、やっぱり不公平感

を県民の皆様に抱かせないように、幾らかか

ってもやっぱり借りたものは返す、払わんば

んものは払わせるというような方針でいくの

か。ある程度、100万徴収するのに、100万以

上あるいはそれに近いぐらいかかるならば、

それはちょっとほかに税金の使い道はあるだ

ろうというような御意見もあろうかと思いま

す。全体をひっくるめて。 

 

○奥薗商工観光労働部長 前々部長だった

と、真崎のときだったと思いますけれども、

そういうお話がありまして、やはりモラルハ

ザードというのがございますので、お金を借

りた人が楽々生活をしている、正直者がばか

を見るということじゃいけないということ

で、厳しく措置はいたしますと。ただ、どう

してもそこで多くを取れないと、もう生活に

困窮されているところから取るというのはい

かがなものかというふうなことで、まずは徹

底してやれるところはやっていきましょうと

いうことで、厳しいといいましょうか、法的

措置も含めて、今一生懸命取っているところ

でございます。 

 ただ、担当課長が申しましたとおり、なか

なかこれ以上はもう取り得ないというものに

つきましては、未来志向で、まあ地震もござ

いまして、モラルも変わってまいります。そ

こら辺は、前向きと申しましょうか、やはり

費用対効果の面を重視して、処分していくと

いう方向性でやってまいりたいというふうに

思っているところでございます。 

 

○松田三郎委員 わかりました。 

 先ほど、部長も、課長の御説明にも、決し

て安易に債権放棄を考えていらっしゃるとい

うのではないと、しっかりして自分の中で要

件を厳格に守りながら、最終的にはしようが

ないだろうというときに限って債権放棄とい

うことをそれから考えられるということでし

ょうから、ちょっと息の長い取り組みにこれ

からもなろうかと思いますが、頑張っていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

 

○奥薗商工観光労働部長 ありがとうござい

ます。 

 

○岩中伸司委員 生活困窮で、今３件で云々

ということですけれども、その中で、この３

件というのは、法人の実態がないということ

をおっしゃったと思うんですが、どういうこ

とかなと思いまして。 

 

○原山商工振興金融課長 事業を、何といい

ますか、休止状態というか、そういう状態で

ございます。 

 

○岩中伸司委員 まあ、恐らく想像はできる

んですけれども、これはどういう企業なのか

なと。それは言えるんですか。 

 

○原山商工振興金融課長 そうですね。例え

ば、ここに１件ありますのは、例えばあるシ

ョッピングセンターでございますが、何とい

いますか、いろんな化学系の商品開発をする

組合が企業主の方のほうからですとか、そう

いったものがございます。 

 

○岩中伸司委員 確かに、企業も大変な状況

があるとは思うんですけれども、もう全然、

今の説明でも、法人のその形態がなくなった

ということなら、もう回収とか何かそういう

段階じゃないなという感じがするんですよ

ね。これ以上何を頑張るのかなという気がし

てならないんですけれどもね。頑張ればでき

る内容じゃないんじゃないですか、もう。や

っぱり何とかすればめどがつくんですか、回



第４回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成28年10月14日) 

 - 42 - 

収の。 

 

○原山商工振興金融課長 連帯保証人等がい

らっしゃいますので、そういった方々に最終

的には、やはり差し押さえですとか、そうい

ったのをさせていただいて、それでもやはり

――回収できるのは回収させていただきまし

て、その先に、どうしてもまた難しいという

ことになりましたら、先ほど申し上げました

ような、徴収停止等も含めて手続をとってい

きたいというふうに思っています。 

 

○池田和貴委員長 済みません、原山課長、

これは貸し付けされたのは昭和の時代でした

っけ、貸し付けが起こされたのは。もう今は

やってないんですよね。 

 

○原山商工振興金融課長 そうですね。昭和

40年代から制度としてございますが、最後に

貸し付けいたしましたのは、高度化資金でい

きますと、平成21年……済みません、ちょっ

とお待ちください。平成21年度に最後に貸し

付けを行っております。その後は…… 

 

○池田和貴委員長 やってない。 

 

○原山商工振興金融課長 ございません。 

 

○池田和貴委員長 この実際の問題になって

いる３件というのは、いつごろのやつです

か、これは。わからない。 

 

○原山商工振興金融課長 ちょっとお待ちく

ださい。済みません。 

 

○池田和貴委員長 ごねんね。何を言いたい

かというと、やっぱりかなり前の案件を何か

ずっと引っ張ってきて、今そうやって質問を

受けても、やっぱりなかなかすぐ答えられる

ような感じじゃない案件も多分多いんじゃな

いかと思うんですね。先ほど松田委員の御指

摘もありましたけれども、そういったものに

いつまでも、今、ただでさえ人が少なくてき

ゅうきゅうしているところに、これをどうな

のかというのは、ひとつ考えるところじゃな

いかと。 

 特に、先ほど連帯保証人の話もありました

が、今は金融の施策も変わってきて、貸し出

しには第三者の連帯保証をとらないようにな

っているんですね。そういったものも含めた

上で、やっぱりそこは制度の変更も踏まえた

上で少し考える時期じゃないかということも

あるんじゃないかというふうに思うんです

よ。 

 毎年、このお話、多分出てくるんですね、

決算で。だから、その辺も踏まえて少し、ま

あ今年度から説明についても、来年度の決算

ではもう少し踏み込んだ話ができるように、

ちょっと部内でまとめてもらえばどうかなと

いうふうに私は今感じました。 

 以上でございます。答えは結構です。 

 

○岩田智子委員 その未収金の対策に、債権

回収会社に委託をされていますよね、27年度

も。その委託料はお幾らぐらいですか。 

 

○原山商工振興金融課長 81万5,000円でご

ざいます。 

 

○岩田智子委員 わかりました。 

 先ほども松田委員も言われましたけれど

も、例えば80万もらうのに、それ以上かかる

ようなことがあってはやっぱりちょっとおか

しいなと思うし、これは附属資料の13ページ

の６万円の方の未収金対策も書いてあります

けれども、この方の様子を見ると、もう本当

に返せるんだろうかというような、本当困窮

していらっしゃるような感じで、６万円で。

先ほども最低賃金よりもちょっと大変なこと

になるというような話もありましたので、そ
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の辺ちょっと考えたほうがいいのではないか

なと思っていますが、どうしようかなという

感じだったんですが、何か対策はあるのでし

ょうか、今後というか。 

 

○石元労働雇用創生課長 13ページの６万円

の方は、生活保護受給者で、現在、未収金対

策のところにも書いておりますけれども、生

活保護受給者の救護施設に入っておられて、

仕事もなさっていらっしゃらないような状況

で、まあアルコール中毒というような形で、

病気でもありますので、実際には所管してお

ります福祉事務所と連携しながら、実際この

人が仕事を始めたのかどうか、そこら辺の実

態を把握しながら、もし収入があるようであ

れば、また働きかけていくというようなこと

をやらないといけないのかなということで、

現在は徴収停止という形で様子を、現状を把

握しているというような状況でございます。 

 

○岩田智子委員 しっかり横の連携をとって

いただきたいと思っています。何かちょっと

想像を、テレビとかで借金取り立てとかのイ

メージをすると、そこばっかりになっちゃっ

て、何かその人の体調とかそういうのを無視

してというようなところがないように、何か

そういうイメージがやっぱりあるので、本当

に横と連携をして、福祉のところとも連携を

して、今後の状況をしっかり見ていっていた

だければと思っています。 

 以上です。 

 

○岩中伸司委員 今の関連で聞きたいこと

が、何歳の人ですか。 

 

○石元労働雇用創生課長 申しわけございま

せん。ちょっとここの情報は持っておりませ

ん。申しわけございません。 

 

○岩中伸司委員 この例でもそうですけれど

も、私は、生活保護の部分も、非常にずっと

ふえているんですよね、全国的にも。熊本も

そうだと思うんですが。これはやっぱり基本

的に、例えばもう18から私ぐらいの67、67は

もう解放されていいと思うんですが、やっぱ

り働ける間は、健康であれば――病気は別と

してですね。健康であれば、やっぱり生活保

護という部分じゃなくて、これは所管がちょ

っと違うんですが、やっぱり働くようにどう

か指導していくというのが行政の役割だなと

思うんですね。 

 先ほど説明があった中で、この方は、やっ

ぱり仕事ばせなでけんな、くりくりくりくり

仕事ばかえたりしてと思いながら説明を聞い

たんですよ。ですから、やっぱりどこかの仕

事について、定着するような指導をしっかり

やっていかないと、健康を害して生活保護と

いうなら、私はもう当然と思うんですけれど

も、何か周りを見とったら、元気な者が生活

保護を受給しとるとかよう聞くけんが、これ

は間違うとるなと思いよるとです。で、ちょ

っと年齢も聞いたわけですけれども、ぜひ、

そういう意味では、しっかり働ける間は働く

ような手だてをしてほしいというふうに思い

ます。 

 

○小杉直委員 原山課長に１問と永友課長に

１問。 

 その前に、この説明資料が午前中から置い

てあったわけですたい。昼から商工観光労働

があるけん、その前にちらちら見とったわけ

ですが、ここに座った途端に、訂正分という

のが、修正分が置いてあるけんびっくりした

わけですが、しかも紙が多かでしょう。だけ

ん、ちょっとびっくりして説明を聞いとった

が、原山課長が、ずっと訂正してくださいと

言うけん、資料ば訂正せないかぬですな。と

ころが、あんまりあたが頭のよかけん、ぱっ

と話の早かったけん、ちょっと失礼な言い方

を言うたばってん、結果的にはもう訂正して
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あったったいな。だけん、訂正せんでよかっ

たということですな。それはそれでちょっと

強い言い方を、失礼な言い方して、御無礼し

ました。 

 ところで質問ですが、６ページ、地方創生

加速化交付金ですたいね。これは、我々２回

も、非常にチームくまもとで政府に働きかけ

た中の１つですが、4,200万余が全額繰り越

しに伴う減となっとるわけですが、この理由

は何でしょうな。 

 

○原山商工振興金融課長 地方創生加速化交

付金4,200万円につきましては、年度末に交

付決定がございましたので、そのまま28年度

のほうに繰り越しをさせていただいておりま

す。 

 

○小杉直委員 この交付金は、ほかの課にも

たくさん出ているですたいな。これは国の補

正予算だったですかね。 

 

○原山商工振興金融課長 はい、そうでござ

います。 

 

○小杉直委員 なら、理解できました。あり

がとうございました。 

 次に、永友さん、ページは、ＭＩＣＥのと

ころ、54ページ。 

 ここに、ＭＩＣＥ等誘致促進事業、2,000

万余を執行したごと書いてあるですが、県が

ＭＩＣＥについて執行する理由は何ですか

ね。 

 

○永友観光課長 これは、平成24年度に大型

コンサート、その前年にミスチルコンサート

がうまかな・よかなスタジアムであって、そ

れに４万人ぐらい集めて、非常に経済効果が

あったということで、平成24年度に、ＭＩＣ

Ｅ等誘致補助金ということで、大型コンサー

トと、あと全国、まあ九州大会以上のスポー

ツ大会、それと映画の誘致という３本柱立て

で制度設計をしまして、いわゆる経済効果が

非常に高いということで、コンサートについ

ては、県内外から5,000人以上来てもらうよ

うなコンサートと、スポーツ大会について

は、1,000人泊以上という形で、映画につい

ては、県外の映画館２カ所以上で公開される

ということで、そういったものを呼び込んで

経済を活性化しようという目的で制度創設し

て、今現在、コンサート、それからスポーツ

大会と映画の誘致という、この３本立てに取

り組んでいるという状況でございます。 

 

○小杉直委員 別の角度からもう一遍尋ねま

すが、いわゆる桜町開発の中にＭＩＣＥを熊

本市が計画していきよるですね。それとの関

連性はどうあるんですか。 

 

○永友観光課長 熊本市のほうで、学会であ

るとか各種大会、今も各ホテルを活用して誘

致に取り組んでおりますので、我々も一緒に

なって誘致活動等のほうには取り組んではい

るところでございます。 

 

○小杉直委員 ＭＩＣＥについては、やっぱ

り地震もあったことによって、全体的に１年

ぐらい延ぶだろうとか、ＭＩＣＥについては

見直すべきだという意見がちょっと出てみた

りだとか、いろいろ話題の一つになっている

わけですが、ＭＩＣＥの建設に県のほうも予

算を交付するわけですか。 

 

○永友観光課長 済みません、ＭＩＣＥの建

設のほうには、直接観光課のほうはちょっと

タッチをしておりませんで、済みません、申

しわけございません。 

 

○小杉直委員 わかりやすうもう一遍言う

と、ＭＩＣＥを今計画されて、まあ熊本城コ

ンサートか何か呼び名を変えているかどうか
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わかりませんが、建設予定になっとるでしょ

う。それの建設に県が手当てするの、一部。

あるいは、どういうふうなところでＭＩＣＥ

との関連性は、どういうふうな意味でこのＭ

ＩＣＥ等の誘致促進ってなっとるわけです

か。 

 

○永友観光課長 ＭＩＣＥがもしできた場合

は、当然コンサート等でも活用できるような

施設ができるであろうということが想定でき

ますけれども、今24年度に創設したＭＩＣ

Ｅ、今のこの県が持っている、観光課が所管

している事業については、大型コンサートで

言えば、アスペクタ、それからうまかな・よ

かなスタジアム、それとカントリーパークと

グランメッセ、この４カ所が5,000人を超え

る規模で集客ができる施設なものですから、

その４カ所にコンサートを誘致しようという

ことでちょっと始まったものですから。 

 

○小杉直委員 それなら、建設には直接携わ

らないと、ＭＩＣＥということに対する県の

取り組みはするということでしょう。 

 

○永友観光課長 はい。 

 

○小杉直委員 そうすると、市が今ＭＩＣＥ

計画をしとるととの整合性とか連携性という

のは、どやん考えとるわけですか。 

 

○永友観光課長 今、学会とか大会はコンベ

ンション協会が誘致をしていますので、そち

らとの連携はしておりますけれども、実際の

建設については、我々観光セクションとして

は、特段の連携といいますか、そこら辺は今

のところないというのが現状でございます。 

 

○小杉直委員 それはわかっとったい。それ

はわかっとるけん、今現実に市のほうはＭＩ

ＣＥの計画、建設が進んでおるわけですが、

それとのあたたちがするＭＩＣＥ事業との関

連性はどう考えとるんですかと。 

 

○永友観光課長 ＭＩＣＥができれば、当然

そこに誘致をしたいというふうには考えてお

りますけれども、現時点で5,000人収容なん

ですね。以上なものですから、その5,000人

以上の施設…… 

 

○小杉直委員 よかよかよか。くどいようだ

けども、結局は県、市連携というのが全体的

に非常に大事なんですよ、今度の地震対策に

ついても。だから、ＭＩＣＥについて、県が

ＭＩＣＥ事業を市との連携、どういうふう

な、例えばわかりやすう言うなら、そがんと

についての話し合いとか協議とかはしとるん

ですかな、熊本市と。磯田さん、あたが答え

ていいんですよ。 

 

○磯田商工政策課長 ちょっと直接あれです

が、県と市は、常にやっぱり同じ方向を向い

て進んでいかなければ、県内の商工分野の振

興は進みませんので、それはしっかりと常に

連携をしてやっていかなければならないと思

います。 

 ＭＩＣＥについて、今、多分観光課と直接

施設のことでは話はしてないと思いますけれ

ども、観光の振興の面でも日ごろからやりと

りとかはやっているかと思いますので、そこ

はしっかりと考えて進めてまいりたいと思い

ます。 

 

○小杉直委員 なら、磯田さんが言うたとお

りでよかですか。 

 

○永友観光課長 審議監がおっしゃったとお

りです。 

 

○小杉直委員 わかりました。 
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○城下広作委員 ＭＩＣＥは3,000名でしょ

う、入るのは。5,000名以上――あれは3,000

という計画だと聞いとるけど、5,000という

ことの部分で対象にして、支援するとかいう

話じゃなかったのかな。 

 

○永友観光課長 現時点は5,000人というの

が対象でございますので……。 

 

○城下広作委員 ということは、ＭＩＣＥ

は、たしか集客施設は3,000人じゃなかった

かなと思って。その3,000と5,000という数字

が違うけんが、5,000以上を支援するという

ことで、ＭＩＣＥの計画は、箱物は3,000と

いうわけだから、5,000に満たないようなこ

とだから、支援をするというのはちょっとば

かし話がおかしいんじゃないかということ

は、それはどうなんですか。 

 

○永友観光課長 支援については5,000人で

すので、今3,000人規模ということですの

で、そこに対する支援についてはどうするか

というのは、県、市で連携してそこは話し合

いをしていくという形です。 

 

○城下広作委員 それは大事な話で、5,000

人と言うとって、それは3,000人の施設ば支

援するとかなんとかと言うたら、話が最初か

らえらいずれとるけんが、それはちょっとお

かしな説明で、5,000人以上の分を集めて支

援するていうような考えをしてるのに、

3,000人しかないんでしょう、あれは。そこ

はちょっと何か話が無理がくるんじゃない

か。(発言する者あり)悪いと言っているんじ

ゃなくて、その数字の問題で、その数字に整

合性がないなというふうに疑問に思うのは当

たり前の話だろうと今言っているんですよ。 

 

○池田和貴委員長 多分、議論は、そのＭＩ

ＣＥ事業は、今熊本市がやっている、いわゆ

る桜町につくろうとしている施設との絡み

と、それとは別に、全国の分でＭＩＣＥ事業

というのは、またこれとは別の事業というこ

と、そういうことですよね。 

 

○永友観光課長 はい。 

 

○池田和貴委員長 ということでしょう。だ

から…… 

 

○城下広作委員 いや、そこははっきりわか

るように言わないと、それは全然、何か単純

に聞いとって、5,000以上を支援すると言う

とって、3,000しか入らぬ施設を支援すると

いうのはおかしくなるでしょうということだ

から、別に、その3,000しか入らぬけど、そ

れ以外には膨らんで5,000になるとかなんと

かというならわかるけど、それを言わんとお

かしいんじゃないのと言っている。 

 

○池田和貴委員長 永友課長、そういうこと

でしょう。 

 

○永友観光課長 はい。ですから、あくまで

も5,000というのが今のＭＩＣＥの補助金の

要件でございますので、それは、先ほど申し

上げました、４つの施設ということでござい

ますので。 

 

○岩中伸司委員 私は、特に荒尾でわからぬ

で聞きよったつですばってん、これは、こう

書いてあるけんわからぬごつなって、これは

イベントなどとか書くとほんにわかりやすか

つばってんですね。ＭＩＣＥて書いとるけ

ん、勘違いするわけでしょう。そぎゃん思い

ます。 

 

○永友観光課長 ＭＩＣＥという言葉が、国

のほうも今使っておりまして、全国的に使わ

れ始めたものですから、24年度当時もＭＩＣ
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Ｅ等ということで、ＭＩＣＥ等というのは、

等は映画がございますので、それでＭＩＣＥ

等誘致促進事業という形で制度設計をさせて

いただいたということでございます。 

 

○岩中伸司委員 大変ですね。何か昔のを大

事にしながらイベントと書くなら、これは何

かの催し物というやつだけんが、それは5,00

0人以上集まるやつを支援するとですよと言

うと何もなかっですな。まあ、国の言うこと

はあんまり聞かんでよかですよ。 

 

○城下広作委員 だけど、5,000人以上集ま

るというなら、5,000以上のキャパがないと

5,000人集まるということはできないわけだ

から、そうしたら、それに支援するという形

はおかしいじゃないかという疑問が出てくる

よということを言うたわけです。理屈わかり

ます、私が言うてることの。(「わかる」と

呼ぶ者あり)そのことをどう考えるのという

ことで、あれが5,000入るなら5,000支援す

る、ああ、イコールわかると言うけど、

3,000しかいないから対象にならぬとじゃな

いかと心配しよるよということを言ってい

る。簡単じゃない、この話。それば聞きよっ

と、簡単に。 

 

○永友観光課長 現時点では、今は3,000人

は対象としておりませんので、対象外でござ

います。 

 

○奥薗商工観光労働部長 済みません、混乱

がありまして。 

 そういうイベント物を熊本県に持ってきま

しょうということで、今事業をやっておりま

す。ただ、将来的には、やっぱりＭＩＣＥ等

との連動性を考えれば、5,000か3,000かとい

うところはやっぱり見直し対象になってくる

かと思いますけれども、今後そういうこと

で、県、市と連携しながら対応してまいりた

いと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○城下広作委員 そういうことですたいね。

だけん、そこばはっきり言うとかんと、その

数字で言われたら、何が対象、ここは対象、

ここは対象外とかになってしまうから、そこ

ははっきりしとかないかぬですよということ

です。 

 じゃあ、ついでにいいですか。 

 

○池田和貴委員長 はい、どうぞ。 

 

○城下広作委員 本来聞きたかったことじゃ

なかったんだけど、わけのわからぬことを言

うもんだから聞かなんごとなった。 

 結局、観光課で一緒なんですよ。例えば、

小杉先生も言われた、地方創生加速化交付金

という、まあどこでもあるんですけれども、

ちょうど昨年、年度末でばあっと交付が決定

されて、そういう事業がこの震災によってが

らっと、熊本県のいろんな取り組み要素が変

わってくる。特に、この観光課の部分、もと

もとの事業計画は、このようこそ観光立県推

進の展開をやろうとか、外国人のもてなしを

やろうとかなっていたけど、今、災害が起こ

った後のステージは、観光の問題はちょっと

それとは違うような、まあとりあえずまず道

路の復旧だ、ああだこうだとかいろんな状況

が変わってしまって、そこまでのちょっと余

裕がないような形になってきている部分もあ

るけれども、これの事業はどうするのかな。

震災後に対して、この事業が同じような形で

いくのか、ちょっと形を変えてやっていくの

か、それはどうなるのかなと思って。 

 

○永友観光課長 震災が起きまして、阿蘇と

熊本城が被災を、まあ大打撃を受けたという

ことでございますので、これまで県の計画で

は、阿蘇と熊本城をしっかりつり上げて引っ
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張っていくという形の計画を４年間進めてき

たわけなんですけれども、それにつきまして

は、昨年度、観光審議会に諮問しまして、答

申まで来て、新４カ年戦略というのを策定す

る予定でございました。 

 ちょうどその４月の14、16で震災を受けた

ということになりましたので、ごろっと状況

が変わりましたので、そこについてはゼロベ

ースからの見直しということで、観光復興会

議、それから、この前公表されました県の復

旧・復興プランと、それから、委員おっしゃ

られた、インフラの復旧状況なども踏まえま

して、今後の観光戦略――４カ年間ですね。

については策定を進めていくということにし

ておりますので、これまでのやってきた事柄

については、一旦ゼロベースで見直していく

という考えでいきたいというふうに考えてい

ます。 

 

○城下広作委員 まあ、そういうふうになる

んだろうなと思いながらですね。だから、前

支給されるというか、予定されたお金の使い

道が変わるものと継続してやるものといろい

ろ出てくるのかなと思って。ほかの部署も似

たような形なので、繰り越していくというな

らそういう問題が出てくるだろうと、ぜひ頑

張っていただきたいです。 

 

○早田順一委員 エネルギー政策課にお尋ね

しますけれども、38ページの新規事業創出促

進事業のくまもと県民発電所推進事業、252

万8,000円と出ていますけれども、もう認証

済みの旧天草東高校グラウンド、これは県の

公共関与最終処分場に貸し付けされています

けれども、県民発電で以前議論になったんで

すけれども、今、県民に対して配当がきちん

となされているのか。ちょっと、まあ県民な

のか、県外の人が多いのかとかいろいろ議論

があっていましたけれども、その辺を教えて

もらいたいことと、この予算が、それ以外も

何かあるのかどうか、その辺を教えてもらい

たいんですが。 

 

○前野エネルギー政策課長 まず、県民発電

所の認証につきましては、今まで２件やって

おります。そのうち１件が、南関町にありま

すエコアくまもとの屋根についております。

そこについては、もう稼働済みでございま

す。 

 それからもう１件が、旧天草東高校のグラ

ウンドにつけるという案件がございます。そ

この天草東高校の案件につきましては、系統

連係の関係で、高圧につなぐ関係で、九電の

ほうからいろいろ条件が出てきまして、まだ

つなげるというその状況に工事をやっていま

せん。ということで、天草東高校は着工自体

がまだやっておりません。 

 それから、お尋ねの稼働済みのいいくに県

民発電所、エコアくまもとにございます部分

で、昨年の11月から発電を開始しておりま

す。ことしの12月で１年になりますが、県民

の方々からファンドをいただいておりまし

て、来年の春ぐらいまでには、１口２万円の

申し込み者に対して2,000円相当の県産品、

また、来年年明けには、分配金についてもお

支払いができるんじゃなかろうかという報告

をいただいております。 

 それから、個人向け小口ファンド、320名

ほど応募がございましたが、県内７割程度の

人数の方がされたというふうに聞いておりま

す。 

 それから、27年度決算、250万円余りの予

算でございますが、将来、県民発電所にいざ

なうためといいますか、各地で事業可能性調

査等を実施する際に、その支援をいたしてお

ります。そういう費用と事務的な経費等々で

ございます。 

 以上でございます。 

 

○早田順一委員 太陽光なんかは、買い取り
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価格が高いときのであれば、多分ある程度配

当もあると思うんです。今後、例えば調査し

て、まあ水力なのか地熱なのかわかりません

けれども、進められていくときに、何か前向

きにできそうな、分配できるような、配当が

できるような事業というのが何かあったんで

すか、その予算を使って。 

 

○前野エネルギー政策課長 27年度分につい

ては、まず、その地域で小水力とか、流量と

か、ペイするかとか、そういうのを確認する

ための可能性調査という形になっておりま

す。それから、小水力とか地熱発電等につき

ましては、やはり水利権なり、まあ地熱とい

うことで、近隣の温泉の方々との調整とか、

そういうので結構時間がかかったりいたしま

すので、何年間か可能性調査をして、モニタ

リングとかそういうのをやっていかないと、

地域の了解を得られないものですから、今、

そこを阿蘇地域で進めているところでござい

ます。 

 

○早田順一委員 ということは、今、その分

はもう調査中ということですね。調査中で、

うまくいけばファンドというか、そのやり方

でまたされるということですか。 

 

○前野エネルギー政策課長 事業規模により

まして、何億というところもあれば、何百

万、何千万ぐらいで終わるところもございま

す。それぞれ１割程度を県民の皆様から御支

援を受けて、そういう出資なりをするんです

が、南関町にありますエコアほどの小口ファ

ンドにするか、それとも私募債でいくか、そ

れぞれ規模は事業主さんのほうでまた検討さ

れているかと思います。 

 ただ、委員おっしゃったとおり、太陽光に

つきましては、新たな部分は単価が下がって

いきます。だから、我々としても、天候に左

右されたり、気候に左右されない、地域での

小水力であっても安定的な発電とか、そうい

うのができるようなところの支援を極力して

いきたいなとは思っております。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員長 済みません、少し休憩入

れようかなと思ってですね。まだほかの先生

方もちょっと質問したいという方がいらっし

ゃいますので、５分間休憩させていただきた

いと思います。45分まで……(発言する者あ

り)じゃあ、髙野先生の質問が終わったらち

ょっと休憩を入れたいと思います。 

 

○髙野洋介委員 企業立地課にお尋ねしたい

んですけれども、きょう、部長の挨拶にもあ

りました、企業立地促進資金融資事業という

のが出たものですから、よっぽどのことなん

だろうなと思って、話を伺いたいと思います

が、これは執行残がありますよね。その下の

42ページ、補助金も執行残があって、それぞ

れの執行残の金額を教えてください。 

 

○岡村企業立地課長 まず、貸付金のほうで

すけれども、融資のほう……。 

 

○髙野洋介委員 42ページですよ。42ページ

の融資の新規申請額の執行残。 

 

○岡村企業立地課長 企業立地促進資金融資

事業…… 

 

○髙野洋介委員 の新規申請額の執行残と、

その下の段の企業立地促進補助金の申請額の

見込みが下回ったという、幾らずつ見込みが

下回ったのかなと思って。 

 

○岡村企業立地促進課長 まず、企業立地促

進資金融資のほうですけれども、新規分が結

果として０件でしたので、不用額として１億

9,646万円余です。もう一つの企業立地促進
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費補助のほうですけれども、こちらの不用額

が２億30万円余です。 

 

○髙野洋介委員 １億9,000万円の予算を組

まれていて、０件で１億9,000万ということ

は、先ほどさらっと何か説明があったと思う

んですけれども、少し原因を教えてくださ

い。 

 

○岡村企業立地促進課長 企業立地促進資金

融資のほうですけれども、こちらについて

は、毎年度、翌年度の借り受けを希望するよ

うな企業さんを見込んで一応予算化している

ところなんですけれども、企業さんの都合に

よって民間資金を活用されたりとかいう状況

もあって、ここ数年で言いますと、24年度に

１件、26年度に１件、ことしが１件という、

まあ隔年で今のところ希望が出てきていると

いう状況です。 

 

○髙野洋介委員 ということは、１件か０件

かということで予算計上されているんです

が、ある程度こういうのは見込みがあってか

ら、それぞれ打ち合わせ、すり合わせしなが

らやってからの予算計上をされるんじゃない

んですか、ふだんは。 

 

○岡村企業立地課長 おっしゃるとおり、翌

年度の予算を見込むに当たっては、企業さん

のほうに状況のほうは聞き取りをして予算計

上をしているところです。 

 

○髙野洋介委員 きょうの資料も含めてそう

なんですけれども、少し詰めが甘いんじゃな

いかなというのを私は指摘をさせていただき

たいというふうに思っております。 

 ただ、企業立地課さんが、見込みが甘かっ

たと言いながら、この主な施策の成果の86ペ

ージには、順調に企業誘致は推移していると

いうふうな書き方をされているんですけれど

も、そういう状況で順調に成果を出されてい

るのかなというふうに思っておりますが、部

長、それはこの書き方で間違いないんでしょ

うか。 

 

○奥薗商工観光労働部長 いろんな見方があ

るかと思いますけれども、まずは熊本県に立

地あるいは雇用をどれくらい引っ張ってくる

かというところが大きな判断材料だというこ

とで考えれば、昨年、35件でございましたか

ら、そういう成果が上がったということは、

一定の評価をしているところでございます。 

 もちろん、いろんな観点でちょっと見込み

が甘かったというところもありますが、それ

は反省材料として今後につなげてまいりたい

と思っております。 

 

○髙野洋介委員 恐らく、今年度から、企業

立地に対しての一般的な、全国的な見方とい

うのが非常に厳しくなるというふうに、我々

は多分思っていると思います。ですから、相

当厳しくなる事業になると思いますので、よ

っぽど腹をくくって活動しなければ成果が上

がらないというふうに思いますので、執行部

初め、みんなで力を合わせて、１件でも多い

企業立地を、誘致のほうをお願いいたしま

す。要望でいいです。 

 

○松田三郎委員 今、35件というような、27

年度が35件ですね。これを見ると、増設、新

規含めて35、その内訳。 

 

○岡村企業立地課長 35件の内訳でございま

すけれども、済みません、ちょっとお待ちく

ださい。 

 

○池田和貴委員長 じゃあ、休憩しましょう

か。 

 

○岡村企業立地課長 申しわけございませ
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ん。 

 

○池田和貴委員長 その後、その答えを。ち

ょうどいいところですね。 

  午後２時45分休憩 

――――――――――――――― 

  午後２時52分開議 

○池田和貴委員長 それでは、休憩前に引き

続き会議を再開したいと思います。 

 

○岡村企業立地課長 申しわけございませ

ん。 

 昨年度、35件のうち新規が11件、増設が24

件です。35件のうち、県南地域への立地は、

昨年度は３件ございました。新規が１件と増

設が２件です。 

 

○松田三郎委員 いろいろ努力をいただい

て、知事も、１期目から、４年間で100件で

すか、非常に精力的に頑張っていただいてお

りますが、私の地元には非常に少ない、少な

いというか、県南で新規が１件ということで

すので、別にこれは決算の場ですので要望は

いたしませんが、先ほど髙野委員の御指摘の

ように、この27年度のあるいは27年度までの

実績をもとにといいますか、28年度は、まあ

半年となりますが、地震があったということ

で、ただでさえこれまでも、今、企業誘致と

いうのは、非常に御苦労いただいていると思

っております。一時は、国内のどこかに行く

よりも海外がいいだろうというような企業も

多いとか、あるいは、昨年、私は議長をして

おりました折に、若干ずれるかもしれません

が、例の地方創生で本社機能を移転するとい

うのは、当時の石破大臣が旗を振ってやりま

すという話のときに、これはかけ声だけでは

地方は全く、今の企業は、かなり大きいイン

センティブがないと、本社機能を移すという

ような英断をすることはないだろうというよ

うな話をした記憶がございます。 

 それで、28年度の話になりますが、今後―

―今までですら、企業誘致、非常に国内で難

しい状況にもかかわらず頑張っていただいて

いると評価しておりますが、28年度に大きな

出来事を経て、今後は、今までの延長線上で

はやっぱりちょっと難しい、かなり難しい。

たしか報道でもありましたように、本県の企

業誘致関係のパンフレットに、地震がなくて

どうのこうのというのが書いてあったような

報道もありましたので、さらに厳しくなるだ

ろうと思います。 

 それで、企業立地課並びに部全体として、

部長でも結構でございますが、何らかのプラ

スした工夫なり、説得性を持たせるようなア

ピールとかが必要だと思いますが、何か今後

に向けての知恵なり、アイデアなり、あった

ら教えていただきたいと思います。 

 

○岡村企業立地課長 松田委員おっしゃると

おり、どうしても地震後ということで、熊本

に対してはマイナスイメージがちょっとつい

てしまったのかなと。観光と同様に、風評と

いいますか、風評被害のようなものも出てく

るのではないかなと思っているところです。 

 ちょうどきょうで半年になるんですけれど

も、これまでの半年間は、どちらかというと

被災された企業さんの復旧というところに、

グループ補助金とかも活用しながら、そこに

ちょっと力を尽くしてきているところなんで

すけれども、これからはフェーズとしては、

知事が申しております創造的復興という段階

に移っていくに当たっては、やっぱりその企

業誘致というのが大事な役割の一つになるの

ではないかと思っておりますので、我々課員

一同も、そこに全力を向けて当たっていくと

いう気合いは持っているというところなんで

すけれども、おっしゃるように、災害リスク

が少ないというのはちょっと言えなくなりま

したので。ただ、結果として、地震はもうど

こでも起こり得ると、少ないとされてきた九
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州・熊本でも起こったということで、全国ど

こでも起こり得るということがわかったとい

うことになると思うんですけれども、それに

もかかわらず、例えば理工系人材が豊富であ

るとか、アジアに近いとかいうところのメリ

ットは、やっぱり熊本としての優位性として

あると思っております。 

 同時に、今回の地震後ですけれども、復旧

に当たったその企業さんのお話を聞くと、熊

本には、全力で復旧に取り組む協力企業さ

ん、地元に協力企業さんがたくさん集積して

いるというところもよくおっしゃられていま

すので、そういうことも熊本の売りの一つに

なるのではないかなと思っているところで

す。 

 ただ、どうしてもそのマイナスイメージを

払拭するには、もうちょっと圧倒的な何か、

例えば補助金あたりが、国の御支援とかあっ

たらいいのかなと思うんですけれども、ちょ

っとそこはハードルが高いようですので、今

後工夫をしながら、熊本はもう復旧が進んで

きて大丈夫ですというのもＰＲしながら、取

り組んでいきたいなと思っているところで

す。 

 

○松田三郎委員 わかりました。 

 課長おっしゃったように、新しく県外から

誘致するというのももちろん引き続きお願い

したいと同時に、以前誘致して今あられる会

社が、これを機に何かやっぱり熊本から出て

いこうというのも防ぐというような手だても

必要でしょうから、非常に難しいかじ取りか

もしれませんが、頑張っていただきたいと思

いますと同時に、さっき遠慮しましたが、ぜ

ひ球磨郡にも来年は、と要望して終わりたい

と思います。 

 

○池田和貴委員長 ほかにございませんか。 

 

○西岡勝成委員 35ページなんですけれど

も、中小企業振興費の中で、海砂利のとき

も、監視する人材が足らぬで何万立米という

不法採取をされて、その罰金も違約金も、何

かそのままひっかかったままで回収もできな

い状況、また今度、採石にいたしましても―

―県下にまず何カ所ありますか、採石場。 

 

○前野エネルギー政策課長 エネルギー政策

課でございます。 

 今、大体採石場は100カ所程度ございま

す。 

 

○西岡勝成委員 100カ所の中で、その取り

締まりができる人は何人いるの。 

 

○前野エネルギー政策課長 担当班として、

資源班として班長以下４名です。 

 

○西岡勝成委員 砂利の採取にしても採石に

いたしましても、ある意味では産業振興、片

一方では自然保護、環境保護という部分もあ

って、相反するところがあるんですが、やっ

ぱり経済活動を優先すると、どうしてもそこ

に甘いことになってしまう。その結果が、砂

利採取であったり、また、採石にしても、い

ろいろな問題が惹起しているゆえんだと思う

んですけれども、こういうところは、部長、

足らないなら足らないなりに、時代の要請に

合わせて、やっぱり人材の確保をするなり、

ドローンか、ああいうのを活用してもうちょ

っと、取り締まりは取り締まり、やっぱり決

めたことは決めたことで、そういうことをち

ゃんと守りながらやっていかないと、この問

題はいつも惹起してくる可能性があると思う

んですね。 

 その辺はやっぱり、さっきも環境のほうで

ちょっと言ったんですが、農林水産も商工も

環境も連携をしながら、補足しながらやって

いかないと、こういう問題は起きてくると思

いますので、ぜひ部長お願いします。フォロ
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ーして取り組んでいただきたいと思います

が、どうですか。 

 

○奥薗商工観光労働部長 採石は、私も以

前、直接担当をしておりました。それで、非

常にいろんな課題といいましょうか、問題の

ある分野であるというふうに思っておりま

す。 

 もともと、採石法が高度成長期につくられ

た法律でございまして、そこの観点では、労

働者の安全、そういう点を非常に大きく、重

きを置いておりました。その部分、後、改正

してこなかったという部分があろうかと思い

ます。最近、特に環境問題がクローズアップ

されまして、そのつかさつかさでそれぞれに

規制とかそういうのを持っておるんでござい

ますが、先生がおっしゃるように、まあ担当

の言い分はございますけれども、少し目線を

上げて、やはり両面からその解決を図るとい

うような観点が必要かと思っておりますの

で、特に環境とは今も連携はとっているつも

りではございますけれども、なお一層連携を

図りながらやらせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

○西岡勝成委員 もう１点…… 

 

○池田和貴委員長 済みません、今のにちょ

っと関連してよかですか。 

 

○西岡勝成委員 はい。 

 

○池田和貴委員長 部長、私からもちょっと

お願いしたいんですけれども、今言ったよう

に、採石法とかというのは、皆さん方は行政

ですから、もちろん法律に書かれたことで、

現時点の法律のことで今の事業は執行してい

かなきゃいけないんですね。そうすると、今

言ったようなところで、住民のニーズだと

か、そういうのが変わってくると、要するに

法律に基づいて指導していくことが、そこと

やっぱり合わなくなってきてしまうのであれ

ば、そこはやっぱり法律を変える努力だと

か、例えば法律以外のところは、県の中で改

めてルールをつくって、住民サイドの声をき

ちんと反映できるような仕組みづくりだと

か、やっぱりそういうところも必要じゃない

かというふうに思うんですね。 

 ですから、現状起こっている問題と、それ

と今後やらなければいけないことをあわせ

て、そこはきちんと整理をしながら、なおか

つ住民の立場に立っていろいろなことをやっ

ていただきたいということを、あわせて私か

らもお願いをしたいというふうに思います。 

 先生、済みません。 

 

○西岡勝成委員 もういっちょ。25ページの

技術短期大学校、これは、今、定数に対して

どのぐらい入学者がおるんですか。 

 

○石元労働雇用創生課長 定数100名でござ

いまして、今100名です。 

 

○西岡勝成委員 前の、10年ぐらいの単位で

するとどうなんですか。 

 

○石元労働雇用創生課長 125名の時代があ

りまして、申しわけございません、設立当初

は何名かというのはちょっと記憶しておりま

せんが、数年前は110名であったものを、科

を統合して、多分４科にして100名にしたと

いうふうに記憶しております。 

 

○西岡勝成委員 要するに、今、それは定員

であって、応募者といいますか、今は100幾

つぐらいかわかりますか。 

 

○石元労働雇用創生課長 今年度は、112名

の受験者に対して85名の合格者です。 
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○西岡勝成委員 今年はそのぐらいだけど、

前は随分多かったんじゃないんですか。 

 

○石元労働雇用創生課長 今ちょっとここに

資料でありますのは、26年度は、148名に対

して99名の合格という形になります。 

 

○西岡勝成委員 若者の職業志向というか

な、そういうのは変わってきつつあるんです

けれども、この分野はやっぱり大事にしてい

く必要があると思うんですね。やっぱり技術

大国としての日本のあれで、こういうのがだ

んだんだんだんこの基礎から消えていくと、

技術力というのが失われていく可能性があり

ますので、ぜひこの辺は、中身の充実も含め

て、ぜひ宣伝も含めて頑張っていただきた

い。 

 特に、地震が起きて、いろんな分野で人材

不足が技術的にも生じてくると思うんですけ

れども、そういう流れの中で、ぜひこの辺に

は県も力を入れて、ただ時代の流れに任せる

のではなくて、自分たちでそういう雰囲気を

つくっていくような努力をしていただきたい

と思います。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員長 ほかにございませんか。 

 

○松野明美委員 観光課のほうでお聞きしま

す。 

 施策の成果の92ページに、熊本の温泉のブ

ランド化を進める特命チーム「くまもと・ふ

ろモーション課」というのがありますが、以

前からずっと気になっていました。というの

は、私も、住んでいるところが植木、温泉街

の中に自宅があるものですから。ただ、ちょ

っと聞く話によりますと、地震後のふっこう

割で少しはふえたけれども、まただんだんと

落ちているというのを聞きます。 

 以前、くまモンがお風呂に入っているビデ

オか何かを拝見したことがあるんですが、ど

のような活動というか、活動の内容を教えて

ください。 

 

○永友観光課長 ふろモーション課を設置し

て、県内には118の温泉地がございまして、

それをしっかり売っていこうと、ＰＲして売

り込もうということでふろモーション課と。

お風呂とプロモーションをかけてつくった造

語なんですけれども、ふろモーションという

ことで、これまで県内の、いわゆるその118

の温泉がございますけれども、その温泉地を

紹介する「くまもとおふろ読本」というのを

つくっておりまして、それを配布してＰＲす

るというようなこともやっておりますし、あ

とネットでも、特設サイトというのも立ち上

げております。 

 それから、ふろモーションツールというこ

とで、くまモンのふろモーションのマークが

あるんですけれども、それを使った手拭いだ

とか、いわゆるお風呂のセットですね。お風

呂セットなるグッズ、ノベルティーもつくっ

てＰＲしているというのと、もう１つは、

「くまもと湯巡手形」といいまして、このぐ

らいの手形なんですけれども、これを観光客

の方に配って、いわゆる参画を表明してくれ

た旅館、ホテル、例えば黒川の温泉に泊まり

ましたと、そして、その「湯巡手形」を持っ

ていくと、別のところにもお風呂に入れる

と、ただで、いうような、いわゆる周遊性を

狙った取り組みといったものもやっておりま

すし、さまざまな取り組みをこれまでやって

きておりまして、くまモンが初めてお風呂に

入ったという動画もつくってユーチューブで

配信をしたりしておりますので、もっとやは

り熊本の温泉のＰＲを今後していかないとい

けないというふうに思っておりますので、今

後もさらにいろんな企画を立てて展開してい

きたいというふうに考えております。 
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○松野明美委員 一読しておもしろいなと思

いました。ふろモーションというと、何か本

当ににこっとするような形で思ったんです

が、ただ、そこが観光客の増に比例している

というか、増加になっているのかなと思った

んですよね。やはり、熊本の温泉というの

は、全国から見ても、やっぱり一つの武器で

あると思うんですよ。ですから、どうにかふ

やしていく方向でいっていただきたいなと思

いますね。 

 私も、マラソンを走っていますと、ほとん

ど地元――さっき言ったように、温泉ですけ

れども、県外ナンバーはほとんど見たことが

ないです。ですから、山鹿には平山温泉と

か、阿蘇にも黒川温泉とかがありますが、な

かなか、今地震もあったということなんでし

ょうけれども、ないのかなというのがちょっ

とあるものですから、ぜひどんどんとおもし

ろい形でアピールしていただきたいと思いま

す。 

 「美肌モンプログラム」というのもやっぱ

りあるんでしょう。「美肌モンプログラム」

というのは、どんなのをやっているんです

か。初めて聞きまして。 

 

○永友観光課長 いろいろ各地域の温泉でプ

ログラムを開発しているんですよ。杖立温泉

で言うと、あそこは蒸し湯が有名なんですけ

れども、その蒸し湯を使った温泉プログラム

をつくったり、あと「美肌モンプログラム」

というのは、黒川温泉のほうでつくっている

プログラムなんですけれども、これも、いわ

ゆる美容と美肌、ビタミン補給に重点を置い

たビタミン食と温泉を絡めたりとか、あとま

ち歩きを組み合わせた「美肌モンプログラ

ム」と。温泉に入って肌も美しくなろうよみ

たいな、そういうプログラムをやっておりま

す。 

 

○松野明美委員 要望ですけれども、地元で

も、何かイベントで花火大会をやったりとか

されて、そのときはもう何万人といらっしゃ

るんですが、それがやっぱりそこだけで終わ

って、ずっと継続していかないというところ

がやっぱり不安がっていらっしゃるところも

多いものですから、ぜひどんどんとおもしろ

く、ユニークにアピールしていただきたいと

要望いたします。 

 

○橋口海平委員 済みません、じゃあ要望

を。 

 24ページの将来の『夢＝仕事』発見事業な

んですが、実は、ジュニアマイスターの倍増

とかそういうのも熊本市とかがやって、熊工

とかはジュニアマイスター日本一とかになっ

たかと思います。 

 先日、熊工をちょっと視察に行かせていた

だいたときに、建てかえをした後、外側は建

てかえるけれども、中の資機材とかは、昔の

何十年か前のままのを使うというような話で

したので、そういうところとも連携しなが

ら、ほかのところもですけれども、昔の資機

材をたくさん使っていて、これをしたところ

もまた一から――せっかく高校で――昔のも

のを使っていたから、新しい、何というんで

すか、技能とかを教えないといけないという

話も聞きますので、そういう高校なんかとも

連携しながら、こういう資機材とかもぜひ応

援をしていただきたいと思います。 

 

○池田和貴委員長 要望でよろしいですか。 

 

○橋口海平委員 はい。 

 

○山口裕副委員長 ブライト企業推進事業に

ついてちょっとお聞かせください。 

 これは、去年から、たしか27年度から始め

た事業ですけれども、施策の成果には39社を

ブライト企業として認定したということです

けれども、何社の応募があって、そのうちの
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39社だったのかを教えてください。 

 あと１点が、従業員の処遇向上に積極的に

取り組む企業にコンサルティング等を実施し

たとありますけれども、もうちょっと具体的

に教えていただければ助かります。 

 

○池田和貴委員長 済みません、施策の成果

の何ページ。 

 

○山口裕副委員長 98ページですね。 

 

○池田和貴委員長 98と99ですね。わかりま

した。 

 

○石元労働雇用創生課長 ブライト企業推進

事業といいますのは、平成27年度から始めた

事業でございまして、県内の企業で働く従業

員の方々が、生き生きと仕事が続けられるよ

うに、労働環境とか処遇の向上を図りなが

ら、そういった企業をブライト企業という形

で県が認定することで、若者の県外流出と

か、県外からのＵＩＪターンとか、また、実

際に今まで余り名前とか知られなかったけれ

ども、従業員の方々の満足度が非常に高いよ

うな企業さんを独自の、県で一定の要件を定

めまして、労働雇用創生課に設置しておりま

す外部の審議会の先生の意見を聞きながら、

認定という形で進めさせていただいておりま

す。 

 昨年度、39社認定いたしましたけれども、

応募のほうは51社ありまして、実際に要件を

満たさなかったところとしては、非常に理不

尽な首切りといいますか、そういったことが

見受けられたような企業とかを実際に調査し

まして、応募のあった中で、雇用保険台帳の

写しから、事業主の都合でやめさせられたと

いう数が見受けられたときは、それを追っ

て、どういう状況で退職をその人がなされた

のかとか、そういったところを調査して、そ

ういったところにはなかなか従業員に優しい

というようなことにはならないのかなとい

う、１つの指標としてそういったものを設け

まして、選定した企業でございます。 

 実際に、ブライト企業という形で認定をさ

せていただいたところ、ことしの採用とか

で、ブライト企業だから私はこの会社を受け

ましたという形で、非常に従業員の確保とい

うのが容易になったとかいうような意見もい

ただいた企業さんもありますので、引き続き

この事業というのは進めていくべきかなと、

今のところ考えおります。 

 以上です。 

 

○山口裕副委員長 今年度、じゃあどういう

取り組みをやるんですか。また同じような形

で。 

 

○石元労働雇用創生課長 本年度も、同じよ

うに募集をかけておりまして、実際には８月

末で応募を締め切っておりまして、今年度

は、実は80数社の応募がございました。 

 今後は、労働審議会等に図りながら、また

再度ブライト企業として認定を行い、来年度

の就職活動に間に合うように、また年度後半

に向けて、そのブライト企業、昨年度の39社

とあわせて広報活動を行いながら、県内への

就職を図っていくというような予定で考えて

おります。 

 

○山口裕副委員長 この事業は、職を求めた

り、そして、さまざま今社会問題化する労働

の問題等々に対しても、何か一つ一筋の光に

なるんじゃないかとちょっと期待していると

ころがあって、そういった中では、すごく先

進的な取り組みであったりとか、やっぱりそ

ういう模範となるべき何か企業を、しっかり

と広報に載せていただければなと要望すると

ころです。 

 もう１点、この資料の102ページなんです

けれども、33ページなんですけれども、若手
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研究者による熊本型イノベーション創出事業

ということで、ポスドク等を利用して熊本県

が推し進める産業振興の新たな技術開発、研

究等をやっていただいておる事業なんです

が、1,900万程度の予算を投じて３名で、ま

あ正直言うて、博士課程まで持っていらっし

ゃって、こういった方々が本当に来てくれる

のかなと。 

 まあ、皆さんがどういった人材を求めてい

るとか、さまざまな課題はあると思うんです

けれども、不安定な雇用、人事ということで

ありますので、非常勤の職員ということでご

ざいますので、不安定な中で県が推し進める

産業支援の先進的な研究をどこまでやってく

れるのかというのがちょっと気になるところ

ではあるんですけれども、そのあたりどう考

えているのか、ちょっとお尋ねします。 

 

○三輪産業支援課長 副委員長のほうから、

非常にちょっと厳しんじゃないかというよう

な御意見もございましたが、本県は、産業技

術センターがございまして、ここは研究員の

数の割にはと言ったらこれは語弊がございま

すが、非常に優秀で、一生懸命やる研究員も

おります。ですから、全国から意外と注目を

浴びている、そういう有名な研究機関だと認

識しておりますので、きっとすばらしい人材

が来てくれるのではないかというふうに考え

ております。 

 ここにもございますとおり、有機エレクト

ロニクスとか、そういう熊本発の新しい産業

分野について、ぜひ非常に貢献してくれるよ

うな人材の確保に努めてまいりたいと思って

おります。 

 

○山口裕副委員長 このあたりの取り組み

は、何か個人的には安定した雇用の中で安定

してやっていただく、継続的に、まあある程

度短期間で結果も出さないかぬという厳しさ

もあると思うんですけれども、安定性も考え

て、もうちょっと、非常勤職員じゃなくて、

安定的な雇用でもいいんじゃないかと感じる

ところではあるので、今後の取り組みに期待

します。よろしくお願いします。 

 あと１つ、いいですか。 

 

○池田和貴委員長 はい、どうぞ。 

 

○山口裕副委員長 実は、２年前であります

ので、中小企業振興条例を、県の条例を決め

させていただいたんですが、国も、中小・小

規模事業者に対する支援を増していこうとい

う方向性は変わりないことでありますけれど

も、皆さんも、部署のお仕事を通して振興策

にはすごく貢献されているんじゃないかなと

いう一面からすると、実は中小・小規模企業

の法律、基本法の中には、廃業支援もしっか

りやろうということが書いてあるのは事実で

すよね。 

 そういった中で、今の商工部の中で取り組

んでいらっしゃる事業には、まあ相談等々は

あるんですけれども、廃業とか事業縮小に向

けた支援というのはなかなかないんじゃない

かというのがあります。 

 先ほど、未収金の問題とか、さまざまな課

題がありましたけれども、その前から、ある

程度相談できるというか、例えば地元で言え

ば、商工会の指導員さんとかがしっかりとそ

ういった取り組みにも支援できる環境を整え

ていくのがいいんじゃないかなと思っており

ます。 

 まさに、グループ補助金というのは、一部

じゃ合理化とか、そういったこともにらみな

がらでき上がった制度だとも評価できますの

で、まさにそういった廃業に向けた、なるだ

け倒産させない、廃業に向けた何か支援策と

いうのも今後は必要になってくるんじゃない

かなというふうに思いますので、まあこれは

要望としてお願いしておきます。 
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○池田和貴委員長 ほかにございませんか。 

 

○松田三郎委員 すぐ終わります。説明資料

の53ページ、観光課永友課長ですね。 

 上から２段目の九州観光推進機構、これは

職員住宅のことでしょうけれども、短くで結

構でございますが、今、本県からは、機構に

は何名出していらっしゃいますか。 

 

○永友観光課長 本県からは１名派遣を、こ

れは、機構が平成17年に立ち上がったときか

ら、職員を１名、ずっと派遣をしておりま

す。 

 

○松田三郎委員 それと、毎年お金を出して

いますが、これが幾らなのか。そして、補助

金とか負担金とか分担金とか言いますけれど

も、何に当たるのか。 

 

○永友観光課長 3,800万程度出しておりま

す。負担金として出しております。 

 

○松田三郎委員 知事か部長か、何か役員か

何かでは入っていらっしゃいませんか、機構

に。 

 

〇永友観光課長 うちの局長が理事で参画し

ております。 

 

○松田三郎委員 うちの局長……。 

 

○永友観光課長 中川局長です。 

 

○松田三郎委員 中川さんは、今この局長を

やっているんですね。理事ですか。 

 

○永友観光課長 理事です。 

 

○松田三郎委員 それでしたら、理事にお答

えいただいたほうが早いかと思いますが、予

算を機構でつくる場合、例えば九州各県の人

口であるとかあるいはその観光に関する統計

とかが積算根拠になるのかもしれませんが、

熊本県は、じゃあ何年度は3,800万ぐらいお

願いしますというふうに決まるものなんです

か。それとも、何か別のその予算案の――負

担金の決まり方というのは、決め方というの

は。 

 

○永友観光課長 予算は、委員おっしゃると

おり、まず人口をベースに、いわゆる交付税

の補正計数あたりをちょっと活用して、それ

で九州各県の負担額を割り出しております。

大体３年間で、大体決まった金額でいって、

また次３年たってその見直しをするというよ

うな形で、算定方法はこれでいいかと九州各

県で話し合い、議論をした上で決めていくと

いう形になります。 

 

○松田三郎委員 じゃあ、３年間は余り変わ

らない。で、３年以降も余り変わらない可能

性がある。 

 

○永友観光課長 今、実際、算定方法をどう

するかというのがちょうど来ているところで

ございますので、基本的には、まだ決着はし

ていませんけれども、そういう形での算定に

なるであろうとは思われます。まだ決定はし

ておりません。 

 

○松田三郎委員 機構の活動というのを全部

私も把握しているわけじゃありませんけれど

も、毎年3,800万ほどの負担に見合う効果な

り意義なりというのは、まあありませんとは

言いにくかろうけど、課長か理事、局長か、

お答えいただければ。 

 

○中川観光経済交流局長 御質問ありがとう

ございます。 

 九州観光推進機構の活動につきましては、
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全国に今、日本国内、ブロック単位でいろん

な観光の取り組みをやっていまして、済みま

せん、少し長くなりますけれども。日本とい

うのは、世界から見て、物すごくクールジャ

パンとかで注目されておるんですが、実際、

お金を落とすところが実は地方自治体間の競

争でございます。ブロック間の競争の中で、

九州観光推進機構のように、県で民間を巻き

込んで各県から負担金を出して取り組みをし

ているという点では、他のブロックからは物

すごく実は評価をされております。 

 今御質問いただきましたその3,800万分の

効果があるのかという質問に対しましては、

ミリミリこの幾らでどうという効果はストレ

ートにお答えはしづらいんですけれども、プ

ロモーションの重要性というのは、特に熊本

県が稼げる県として動いていく上では、極め

て私は重要で、かつ県単独で動くよりも、特

に広く国内、それから海外に向かっていく際

には、もうなくてはならない組織だと思って

おりまして、この負担金、それから人間を出

すということは非常に重要だと考えておりま

すので、これ以上取り組みを強化することは

あっても、これより手を引くことはないと考

えております。 

 以上でございます。 

 

○松田三郎委員 わかりました。 

 観光の難しいところは、まあ私が専門的な

方には言えぬでしょうけど、例えば、やれ熊

本だ、やれ鹿児島だと単独の県で頑張って

も、なかなか限界があるという意味では、さ

っき局長、ブロック化とおっしゃいましたけ

れども、まあ一つの塊で言うなら、九州とい

うのは非常にまとまりやすい、ほかの地域よ

りもまとまりやすい、しかも、そういう歴史

もあるブロックだと思っております。 

 ただ、まず九州に来てくださいというの

を、まあ日本に来てください――インバウン

ドならですね。九州に来てくださいと言った

先は、おっしゃるように、腹の中では、九州

といっても、そこからは熊本に来てくださ

い、熊本の中でも、やれ阿蘇に来てくださ

い、人吉に来てくださいという、それぞれの

そこから先、そこから先というのが非常に何

層にも重なってくるというところが、県とし

ても、なかなか特定の地域だけに誘導をしに

くい面もあろうかと思いますが、おっしゃっ

たように、まずは九州に来てもらうという意

味では、私も別に縮小してくださいとか、か

かわりをなくしてしてくれという意味はあり

ませんけれども、なかなか我々に、ふだんの

といいますか、効果なり意義というのが見え

にくい部分がありますので、しっかり理解い

たしましたので、それに見合う効果が出るよ

うに、熊本県の代表としてリードして頑張っ

ていただきたいと。 

 以上です。 

 

○西岡勝成委員 その観光統計の取り方なん

だけど、前は県ごとに違っとった部分もあり

ますが、今は統一されていますか。 

 

○永友観光課長 統計の取り方は、基本的に

国から示された要領がありますので、それに

のっとった形で大体やっております。 

 

○西岡勝成委員 各県、じゃあ統一されてい

るということ。 

 

○永友観光課長 統一されております。ただ

…… 

 

○西岡勝成委員 前はそうじゃなかった部分

があったもんね。 

 

○永友観光課長 今、県の観光統計というの

を本県が出しておりますけれども、各県出し

てないところもあるんですね。そこは取り方

は違うんですけれども、国が、統一的な、要
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するにオールジャパンとしてどれだけ来てい

るかというのを把握する必要がありますの

で、それは今実際に統計調査として行われて

おります。 

 

○城下広作委員 ブランド推進課にちょっと

確認したいんですけれども、例のあのくまモ

ンのいわゆる出演依頼とか、商標登録の部分

とか、これはだんだん下降ぎみなのか、まだ

まだずっと上がっていくのか、これはどうな

んですか。 

 

○柳田くまもとブランド推進課長 商標登

録、それから出動依頼については、横ばいの

状態が続いていたんですが、４月の熊本地震

後、両方ともかなりふえている状況です。 

 例えば、イラスト利用については２倍から

３倍の間、出動については、10月、11月のイ

ベントシーズンは、競争率で言うと４倍ぐら

い、４件に３件はお断りしないといけないぐ

らい出動依頼がたくさん寄せられている状況

です。 

 

○城下広作委員 大変ありがたいことで、本

当結構だと思います。ただ、仮に震災がなか

った場合は、横ばいというか、ちょっと心配

だったのか、たまたま震災でこうなったけれ

ども、やっぱりずっとくまモンは頑張ってい

ただいて、今回はもうこうなっているからい

いとしても、ほかでまた同じような感じでこ

うなるようなのが来るかもしれないから、ず

っと頑張っていただきたいなと思います。元

気をいただいた。 

 

○柳田くまもとブランド推進課長 ありがと

うございます。 

 

○池田和貴委員長 ほかにございませんか。 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○池田和貴委員長 ないようでございますの

で、最後に済みません、１つだけ私のほうか

ら。 

 今回のその決算の内容じゃないんですが、

来年に向けてちょっと皆さん方にお願いをし

たいと思います。 

 ことしの監査委員のほうから、議長のほう

に出されておりますが、ここ10年間、本県

は、やはり定員管理ということでかなりの人

数を減らしてきたんですね。10年間で約２

割、900人。今年度の決算までは、通常、そ

ういった定員管理の中で事業を遂行してこら

れました。 

 ところが、ことしは、４月に熊本大地震が

起こりまして、知事が言う３原則に基づいて

復旧、復興、それも創造的復興で、将来につ

ながるような復興というふうな形でやろうと

しているんですけれども、今までやってきた

ことに、さらにそういった事業が積み重なっ

てくる中で、今までの定員管理の数値をその

ままやって、そういった県民の期待とか負託

に応えることが可能かどうかというのは、ぜ

ひ考えてほしいというのが来ております。 

 そういった意味では、多分いろんなところ

でそういった議論が起こる可能性があります

ので、商工観光労働部としては、今後の将来

の需要も、自分たちの将来的なところも含め

て、本当に今までのような形でいいのかどう

か、しっかりと皆さん方自身でも考えていた

だきたいというふうに思っております。 

 そこは、どこの部署にも私申し上げている

んですけれども、しっかりと庁内の中で議論

をして、本当に必要なことは何なのかという

のを、皆さん方の中でももう一回、その定員

管理も含めて、やっていただきたいというこ

とをお願いしたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

 これで商工観光労働部の審査を終了したい

と思います。  

 次回の第５回の委員会は、10月17日月曜日
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午前10時に開会し、午前に教育委員会の審査

を行い、午後から土木部の審査を行うことと

しておりますので、よろしくお願いをしたい

と思います。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。 

 本日は、御苦労さまでございました。 

  午後３時32分閉会 
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